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其
の
摘
、
洪
水
猛
獣
よ
り
烈
し
く
し
て
、
其
の
惨
、
凶
荒
兵
費
よ
り
遁
ぐ
。

梁
啓
超
を
し
て
か
く
の
如
く
悲
歎
せ
し
め
た
も
の
。
そ
れ
は
清
末
に
於
て
一
大
問
題
と
な
っ
た
銅
元
濫
鋳
で
あ
っ
た
。
こ
の
銅
元
と
は
銅
銭

十
枚
に
相
嘗
す
る
と
さ
れ
た
嘗
十
銅
元
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
含
有
金
属
の
債
値
は
十
文
を
は
る
か
に
下
回
る
も
の
で
あ
っ
刻
。
梁
啓
超
は

各
省
政
府
に
よ
る
そ
の
銅
元
濫
盛
帽
を
、
小
農
小
工
の
勤
務
所
得
を
強
奪
す
る
も
の
と
し
て
激
し
い
批
剣
を
浴
び
せ
て
い
る
。

支
配
権
力
に
よ
る
悪
幣
夜
行
と
祉
舎
の
疲
弊
。
そ
れ
は
清
末
か
ら
軍
閥
期
に
か
け
て
省
政
府
が
と
っ
た
通
貨
政
策
に
劃
す
る
一
般
的
評
債
で

も
あ
る
。

帝
国
主
義
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
賠
償
金
借
款
の
返
済
、
権
力
主
瞳
の
私
的
寧
事
力
接
張
へ
の
志
向
。
そ
れ
ら
に
よ
石
祉
曾
的
冗
費
捻
出
の
結



果
生
ず
る
財
政
赤
字
。
そ
の
菊
縫
策
と
し
て
の
、
事
責
上
の
不
換
紙
倣
m
や
悪
鋳
貨
の
護
行
。
イ
ン
フ
レ
。
大
衆
購
買
力
匪
縮
。
市
場
混
観
。
経

漕
停
滞
。
そ
し
て
幣
制
借
款
へ
の
傾
斜
。
帝
園
主
義
へ
の
隷
属
の
深
化
。

こ
の
よ
う
な
評
債
は
、
買
掛
的
封
建
的
軍
閥
論
の
一
つ
の
重
要
な
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
清
末
の
銅
元
問
題
は
右
の
典
型
的
か
つ
端
緒
的
な

も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
通
貨
政
策
に
劃
す
る
以
上
の
よ
う
な
評
債
に
於
て
は
H

蹴
落
し
て
い
る
問
題
が
あ
る
。
帝
園
主
義
期
を
迎
え
て
、
中
央
政
府
と
共
に
省

政
府
が
激
し
い
歳
入
扶
陥
に
陥
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
責
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
封
策
と
し
て
悪
幣
護
行
が
有
数
で
あ
る
た
め
に
は
一

つ
の
保
件
が
要
る
。
そ
れ
は
貨
幣
が
名
目
貨
幣
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
清
末
に
於
て
あ
ら
ゆ
る
貨
幣
は
、
賞
韓
貨
幣
で

あ
っ
た
。
清
末
に
見
ら
れ
る
物
債
上
昇
を
、
銅
元
濫
鋳
の
た
め
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
銅
元
が
名
目
貨
幣
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
の
結
果

で
あ
る
。
名
目
貨
幣
が
成
立
し
た
理
由
が
不
明
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
が
絞
落
し
て
い
る
第
一
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
雑
種
幣
制
下
に
於
て

各
種
貨
幣
は
固
有
の
領
域
を
有
し
て
い
た
が
、
銅
元
の
通
用
領
域
、
そ
し
て
他
の
貨
幣
と
の
聞
に
い
か
な
る
機
能
分
揺
が
あ
っ
た
の
か
が
不
明

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
雑
種
幣
制
に
反
映
さ
れ
て
い
る
中
園
の
流
通
構
造
に
劃
し
て
、
政
府
の
通
貨
政
策
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
興
え
た

の
か
を
不
明
瞭
に
さ
せ
る
。
第
三
に
、
貿
易
に
よ
る
流
通
抜
大
と
の
関
連
が
依
落
し
て
い
る
。
中
園
の
近
代
幣
制
史
は
貿
易
と
の
関
係
を
抜
き

に
し
て
は
語
れ
な
い
。
雑
種
幣
制
の
賦
況
は
貿
易
と
の
関
連
に
よ
り
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
逼
貨
政
策
も
そ
れ
と
無
関
係
で
は
あ
り
得

な
い
。
ま
た
そ
の
省
政
府
の
通
貨
政
策
が
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
大
衆
購
買
力
低
下
と
幣
制
統
一
の
阻
醗
を
も
た
ら
す
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
貿
易
に

co 

反
作
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
帝
園
主
義
園
側
の
関
心
も
一
つ
は
そ
こ
に
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
旬

- 87ー

通
貨
政
策
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
場
合
、
そ
の
背
景
的
動
機
を
財
政
問
題
に
限
定
す
る
こ
と
は
、

ず
、
超
歴
史
的
な
も
の
に
と
ど
め
て
し
ま
う
危
険
を
有
す
る
。
貨
幣
は
あ
く
ま
で
社
舎
的
物
質
代
謝
の
媒
介
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
逼

そ
の
評
債
を
一
面
的
に
す
る
の
み
な
ら

543 

貨
政
策
は
祉
曾
間
流
通
過
程
の
在
り
方
の
歴
史
的
反
映
で
あ
る
。
梁
啓
超
の
言
葉
の
中
に
表
わ
さ
れ
る
同
時
代
人
の
苦
痛
は
、
再
生
産
構
造
に

も
起
因
す
る
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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(
百
湾
海
開
爾
〉 。

八

一九
O
O

八
九

辛
亥
革
命
前
夜
に
於
け
る
省
政
府
の
通
貨
政
策

を
、
未
分
割
に
残
さ
れ
た
ま
ま
帝
園
主
義
期
を
迎

え
た
祉
舎
の
再
生
産
構
造
に
関
わ
る
問
題
と
し
て

把
え

そ
れ
に
よ
り
省
権
力
の
歴
史
的
性
格
に
迫

100 

る
こ
と
。
そ
れ
が
本
論
の
課
題
で
あ
る
。

0 
四

本
論
に
於
て
封
象
と
す
る
湖
北
省
は
、
内
陸
部

最
大
の
開
港
場
、
漢
口
を
擁
す
る
地
域
で
あ
る
。

江
漠
闘
の
貿
易
額
は
清
末
の
二
十
年
聞
に一

三
、
五
三

O
寓
雨
(
一
九
一

O
年
〉
へ
と
急
激
な
伸
び
を
示
す

六
九

O
寓
繭
〈
一
八
九
二
年
)
か
ら
、
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九
六

(
グ
ラ
フ

A
)
。
貿
易
綴
大
は
湖
北
省
経
済
に
大
き

な
影
響
を
輿
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
通
商
繁
栄
期
に
、
十
八
年
聞
の
異
例
の
長

き
に
渡
り
湖
康
総
督
の
任
に
あ
っ
た
の
が
張
之
洞

で
あ
っ
た
。
張
之
洞
は
そ
の
殖
産
興
業
政
策
で
有

名
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
積
極
的
な
通
貨
政
策
を
展
開
し
た
官
僚
で
も
あ
っ
た
。
彼
及
び
彼
の
後
任
者
が
と
っ
た
施
策
の
中
に
、
清
末
に
於
け

る
各
省
政
府
の
通
貨
政
策
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
湖
北
省
こ
そ
は
、
悪
許
高
い
銅
元
鋳
造
利
盆
が
最
も
高
い
と
報
告
さ
れ
た

A
リ

・

省
な
の
で
あ
お
σ

ま
ず
湖
北
省
政
府
が
と
っ
た
通
貨
政
策
の
検
討
か
ら
は
じ
め
よ
う
。



第
一
次
幣
制
改
廿
平
|
|
銀
元
・
銀
元
票

慶
州
に
あ
っ
て
織
布
工
場
・
製
織
工
場
建
設
を
計
重
し
た
彼

は、
・
武
昌
に
移
っ
て
か
ら
も
そ
れ
ら
官
替
機
械
制
大
工
場
建
設
を
績
行
し
、
京
漢
鯨
道
建
設
と
あ
わ
せ
て
、
嘗
時
と
し
て
は
最
も
積
極
的
な
殖

産
興
業
政
策
を
開
始
す
獄
。
そ
の
彼
が
着
任
早
々
直
面
し
た
問
題
の
一
つ
に
、
小
銭
問
題
が
あ
る
。
小
銭
と
は
官
製
の
制
銭
と
比
べ
て
軽
量
な

私
盛
岡
鎮
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
小
銭
が
市
中
に
横
行
し
て
い
た
。
「
悪
貨
は
良
貨
を
駆
逐
す
る
」
の
法
則
通
り
、
私
議
銭
が
基
準
と
な
っ
て
貨

A
4
55
 

幣
市
場
に
於
け
る
銅
銭
の
相
場
が
決
定
さ
れ
、
額
面
一
文
の
制
銭
は
そ
の
市
場
債
格
が
一
文
以
上
と
し
て
流
通
す
る
朕
況
を
呈
札
た
。
原
因
は

'n
u、

制
銭
の
慢
性
的
供
給
不
足
に
あ

っ
た
。
通
貨
問
題
を
め
ぐ
る
張
之
洞
の
上
奏
文
等
に
於
い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
卒
天
園

一
八
八
九
年
、

雨
康
線
督
張
之
洞
を
湖
贋
総
督
へ
陣
任
さ
せ
る
命
が
下
る
。

以
後
各
省
の
制
銭
鋳
造
が
停
止
し
た
こ
と
、

A
mv
 

日
以
。
私
鋒
銭
横
行
は
全
園
的
に
共
通
し
た
現
象
で
あ
っ
た
が
、
湖
北
省
の
場
合
、
他
省
以
上
に
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
嘗
時
の
漢
ロ
と

ま
た
雲
南
の
銅
産
出
が
減
少
し
た
こ
と
が
、

こ
う
し
た
事
態
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

- 89ー

言
え
ば
世
界
的
な
茶
の
積
み
出
し
港
で
あ
る
。

一
八
八

0
年
代
に
セ
イ
ロ
ン

・
イ

ン
ド
茶
に
そ
の
園
際
市
場
を
奪
わ
れ
は
し
た

A
川
可

A
柑

W

Aμ
リ

h
H
V

ん

け

い

ん

川

い

が
、
漢
口
に
と
っ
て
茶
の
重
要
性
に
繁
わ
り
は
な
い
。
銅
銭
が
茶
の
購
買
手
段
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
不
足
は
茶
市
場
を
混
凱
さ
せ
た
。
ま
た
省

Aq
 

，“u-

政
府
側
の
事
情
か
ら
す
る
と
、
湖
北
省
は
そ
の
歳
入
中
に
占
め
る
銅
銭
牧
入
の
割
合
が
、
最
も
多
い
省
で
あ
る
。
省
政
府
と
し
て
も
何
ら
か
の

封
躍
を
一
万
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

中
園
茶
は
、

、0
4

一
八
九
三
年
、
張
之
洞
は
省
政
府
に
よ
る
銀
元
の
機
械
鋳
造
案
を
上
奏
す
る
。
こ
れ
が
張
之
洞
の
採
っ
た
銅
銭
不
足
解
消
策
で
あ
っ

た
。
雲

南
省
の
銅
銭
に
は
も
は
や
期
待
で
き
ず
、

帥

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
銀
元
を
以
て
銅
銭
に
代
替
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

一
方
外
園
か
ら
高
債
な
銅
塊
を
聡
入
し
て
制
銭
を
鋳
造
す
る
の
で
は
、
省
政
府
に
と
っ
て
引
き
合
わ

545 

銀
元
鋳
造
は
、
張
之
洞
に
と
っ
て
初
め
て
の
試
み
で
は
な
い
。
彼
が
湖
康
総
督
に
轄
任
す
る
直
前
の
一
八
八
九
年
に
、
贋
州
に
於
て
第
貨
製

帥

伺

造
機
械
を
職
入
し
て
鋳
造
局
を
創
設
し
、
中
園
人
の
手
に
な
る
初
め
て
の
銀
元
を
世
に
迭
り
出
し
て
い
る
。
目
的
は
外
園
銀
元
を
駆
逐
す
る
こ
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帥

と
と
さ
れ
て
い
た
が
、

帥

そ
の
意
園
は
後
の

一
雨
銀
幣
を
本
位
幣
と
す
る
統

一
幣
制
政
策
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
漢
口
を
中
心
と
す
る
地
域
に

帥

於
て
も
汽
船
に
よ
る
沿
岸
部
と
の
往
来
が
盛
ん
に
な
り
、
外
園
銀
元
が
既
に
相
嘗
数
流
通
し
て
い
た
。
張
之
洞
は
自
省
政
府
銀
元
に
よ
る
外
園

帥

製
銀
元
の
騒
逐
と
銅
銭
代
替
と
い
う
、

一
石
二
鳥
の
園
を
思
い
浮
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
は
湖
北
銀
元
を
現
賞
に
流
通
さ
せ
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
配
慮
を
見
せ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
従
来
銅
銭
で
納
め
ら
れ
て
い
た
産
金
・

制

盟
課
等
の
税
を
こ
の
湖
北
銀
元
で
納
め
る
こ
と
、
ま
た
官
金
と
し
て
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
以
上
は
省
内
向
け
の
措
置
で
あ

同

る
。
第
二
に
、
湖
北
銀
元
が
市
場
債
格
で
取
り
引
き
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
、
各
地
に
於
け
る
打
歩
を
放
任
し
た
。
こ
れ
は
省
外
へ
の
流
通
の
便

を
園
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
第
三
に
し
か
し
、
京
鮪

・
協
働
と
い
っ
た
省
外
へ
の
官
金
の
移
動
は
、
従
来
通
り
紋
銀
に
基
づ
く
こ
と
と
し
た
。

帥

清
朝
中
央
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
銀
元
鋳
造
が
盟
十
に
銅
銭
代
替
の
一
方
法
に
過
ぎ
ず
、

し
、
裁
可
を
得
易
く
し
た
の
で
あ
る
。

清
朝
の
財
政
制
度
に
鰯
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示

寅
際
に
鋳
遣
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
張
之
洞
が
日
清
戦
争
の
た
め
署
理
南
江
総
督
と
な
っ
て
い
た
一
八
九
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
愉
。
こ
の
年

は
大
元
の
み
二
十
四
高
元
が
鋳
造
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
鋳
造
高
は
順
調
に
伸
び
て
ゆ
き
、
一
八
九
九
年
に
は
小
元
を
交
え
て
五
百
寓
元

A
H
4
 

'nuv 

の
鋳
造
高
が
記
録
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

- 90ー

銀
元
鋳
造
高
が
伸
び
て
ゆ
く
中
、

一
八
九
七
年
、
張
之
洞
は
官
銭
局
を
創
設
す
る
。
官
銭
局
の
主
要
業
務
は
、
額
面
一
元
の
銀
元
票

・
一
千

文
の
官
銭
票
を
護
行
し
流
通
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
相
饗
わ
ら
ず
の
銅
貨
需
給
の
逼
迫
と
そ
れ
に
よ
る
銅
鐸
騰
貴
が
あ
っ

命

4
M
M
o

こ
の
こ
と
は
上
奏
文
中
に
も
明
白
で
あ
る
が
、
グ
ラ
フ

B
に
示
さ
れ
る
九
五
年
か
ら
の
銅
貨
相
場
の
急
騰
は
、
よ
り
事
態
を
雄
癖
に
物
語

っ
て
く
れ
る
。
銀
元
が
設
行
さ
れ
流
通
し
て
も
、
銅
貨
需
要
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

張
之
洞
は
そ
れ
を
、
投
機
を
ね
ら
っ
た
銭
荘
の
銅
銭
蓄
臓
が
主
要
原
因
で
あ
る
と
考
え
た
。
特
に
地
丁
銀
納
税
の
際
、
銭
荘
に
於
て
銅
銭
を

、qdz
ふ
H
V

銀
に
党
換
す
る
た
め
だ
と
み
な
し
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
銀
元
の
み
で
銅
銭
の
代
替
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
敷
量
の
上
で
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ

で
官
銭
局
を
設
置
し
て
、
銅
銭
を
代
替
す
ベ
く
銀
元
票
・
官
銭
票
を
護
行
し
た
の
で
あ
る
。
雨
票
は
漢
口
で
半
年
間
の
試
験
期
聞
を
経
て
流
通
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一
九
O
O

文

ø~ 
t言ハ
りさ

帥

し
得
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
、

本
格
的
護
行
が
開
始
さ
れ

た
。
雨
票
を
納
税
手
段
と
し
て
も
認
め
、
官
銭
局
に
於
て
金
属
貨

幣
に
免
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
機
構
に
銭
荘
が
介
在
す
る

の
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

O 
i¥ 

一
八
九
八
年
に
は
、
第
銭
局
を
設
立
し
て
制
銭
を
鋳
造
さ
せ
て

《司

い
討
。
撃
に
銅
銭
供
給
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
官
銭
票
の

0 
四

免
換
準
備
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
銅
銭
騰
貴
は
制
鎮
祭
造

の
た
め
の
銅
塊
購
買
を
困
難
に
さ
せ
、
や
が
て
鋳
銭
局
は
活
動
を

停
止
し
て
し
ま
矧

。
官
銭
票
は
そ
の
段
階
で
依
る
べ
き
基
礎
を
一

- 91ー

時
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
も
銅
銭
騰
貴
現
象
は
一
向
に
牧
ま
ら
な
か
っ
た
。

九

九
六

O
一
年
、
張
之
洞
は
諸
官
聴
に
、
兵
士
の
給
料
等
の
官
金
支
出
に

品川
，

銀
元
を
用
い
る
よ
う
、
訓
令
し
て
い
ヤ
逆
に
言
え
ば
、
官
鹿
に

於
て
さ
え
銀
元
は
未
だ
市
民
擢
を
得
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

績
い
て
翌
一
九

O
二
年
、
布
政
使
に
封
し
て
、
銀
元
票
の
通
用
量

を
媛
大
さ
せ
る
た
め
地
方
の
商
人
・
金
融
業
者
等
に
銀
元
票
使
用

伺

を
宣
博
す
る
よ
う
、
指
令
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
銀
元
は

築
造
後
七
年
を
経
過
し
一
部
で
便
利
で
あ
る
と
歓
迎
さ
れ
な
が
ら

も
、
結
局
銅
貨
需
給
一通
迫
を
鎮
め
る
役
割
は
果
せ
ず
、
銀
元
票
も
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A
W
WJ
 

地
方
都
市
で
は
ほ
と
ん
ど
通
用
し
て
い
な
か
っ
た
紋
ぬ
が
見
て
と
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
年
鋳
造
額
五
百
蔦
元
と
も
言
わ
れ
る
湖
北
銀
元
は
何
慮
へ
消
え
た
の
か
。
日
本
在
漢
口
領
事
館
の
報
告
に
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が

A
川
w
，

で
き
る
。
そ
の
「
漢
口
(
明
治
)
三
十
二
年
貿
易
年
鞠
」
中
の
金
銀
総
出
入
表
に
よ
る
と
、
湖
北
銀
元
第
造
四
年
目
の
一
八
九
九
年
に
於
け
る
漢

口
か
ら
他
開
港
場
へ
稔
出
さ
れ
た
銀
貨
は
、
総
額
六
、
三
七

O
、
二
一
二
南
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
の
四
、
六
三
三
、
四
七
一
雨
は
武
昌
銀
元

局
鋳
造
の
銀
元
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
湖
北
銀
元
は
主
と
し
て
開
港
場
聞
の
決
済
手
段
、
或
い
は
銀
元
不
足
地
域
へ
の
総
出
に
使
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
だ
が
湖
北
省
内
に
於
て
、
湖
北
銀
元
の
信
用
が
必
ず
し
も
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
同
じ
く
一
九

O
二
年
の
領
事
館

A
M
M寸

ん
性
、

メ
キ

シ
コ
ド

ル

報
告
に
よ
る
と
、
銀
元
諸
穫
の
中
で
は
湖
北
銀
元
は
最
も
信
用
が
厚
か
っ
た
。
沿
岸
部
で
絶
大
な
通
用
力
を
持
つ
墨
銀
は
、
こ
こ
で
は
偽
造

物
が
多
く
祉
禽
的
信
用
を
得
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
結
局
湖
北
銀
元
は
、
墨
銀
が
流
通
し
て
い
た
範
圏
に
留
ま
り
、
省
内
の
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
得
な
い
所
に
問

- 92ー

題
が
あ
っ
た
。
銀
元
に
よ
る
銅
銭
代
替
が
遅
々
と
し
て
準
ま
ぬ
う
ち
に
、
第

一
次
幣
制
改
革
は
破
綻
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

一
九

O
三
年
の
漢
口
金
融
危
機

同

張
之
洞
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
湖
北
省
で
は
農
民
の
み
な
ら
ず
商
人
も
銅
銭
を
主
要
な
流
通
手
段
と
し
て
い
た
。
銅
銭
は
農
産
物
を
農
民
か

ら
購
入
す
る
手
段
で
あ
り
、

グ
ラ
フ

A
に
見
ら
れ
る
江
漢
闘
の
職
出
額
増
大
は
、
銅
貨
需
要
を
さ
ら
に
高
め
て
ゆ
く
。
九

0
年
代
の
銅
銭
騰
貴

は、

鋳
造
停
止
に
よ
る
銅
銭
の
絶
劉
的
不
足
だ
け
で
な
く
、
総
出
増
大
が
も
た
ら
す
相
劉
的
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
。
彼
は
銀
元
票
に
銅
銭
代
替
の
期
待
を
か
け
た
が
、
そ
の
宣
博
を
指
令
し
た
翌

一
九

O
三
年
に
は
早
く
も
正
貨
準
備
が
疑
わ
れ
、

d
a
，
 

ん
凶
い

-
一
商
買
モ
官
街
モ
質
際
之
カ
受
授
ヲ
拒
ム
所
ア
ル
ニ
至
レ
リ
」
と
い
う
献
況
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
農
民
が
日
常
使
用
し
て
い 「魚

な
い
銀
元
を
免
換
幣
と
し
て
い
る
う
え
、
官
銭
局
に
銀
が
集
中
す
る
保
誼
も
な
い
朕
況
下
で
銅
銭
代
替
を
目
指
し
て
銀
元
票
を
護
行
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
結
果
は
嘗
然
で
あ
っ
た
。



こ
う
し
た
中
で
、

一
九

O
三
年
前
後
を
ピ
l
ク
と
し
て
空
前
の
銅
銭
騰
貴
現
象
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

を
有
し
て
い
た
。

銅
貨
相
場
は
も
と
も
と
、
長
期
的
傾
向
と
は
別
に
茶
・
米
の
出
荷
時
期
に
需
要
が
高
ま
っ
て
騰
貴
し
、
そ
の
後
は
沈
静
す
る
と
い
う
年
周
期

A
a“，
 

ん
凶
い

し
か
し
一
九

O
三
年
の
場
合
は
、
茶
出
荷
期
に
上
昇
し
た
銅
貨
相
場
が
沈
静
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
口
で
一

A
吋
マ

ん
M
V

一
雨
H

一、

O
五
O
文
に
ま
で
上
昇
し
た
。

A
阿
w，

h
目
、

日
本
領
事
館
は
次
の
三
黙
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
園
際
的
な
銀
の

一
九

O
三
年
前
後
に
銅
貨
相
場
が
特
に
上
昇
し
た
原
因
と
し
て
、

九

O
一
年
に
は
海
開
雨
一
雨
H

て
三
二
六
文
で
あ
っ
た
も
の
が
、

針
金
相
場
の
下
落
で
あ
る
。
七

0
年
代
以
降
、
世
界
的
な
金
本
位
制
へ
の
移
行
は
銀
相
場
下
落
の
基
本
要
因
と
な
っ
て
い
た
が
、
特
に
九

O
年

4
Hソ

ん
凶
い

代
は
そ
の
下
落
が
極
ま
っ
て
ゆ
く
時
期
で
あ
っ
た
。
銀
相
場
下
落
が
相
劉
的
に
銅
貨
相
場
を
押
し
上
げ
る
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
九

O
年

同

代
首
時
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九

O
二
・
三
年
は
そ
の
下
落
が
最
下
黙
に
達
し
た
年
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九

O
二
・
三
年
が
こ
の
地

域
で
は
豊
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
農
産
物
供
給
増
大
が
、
そ
の
購
買
手
段
と
し
て
の
銅
銭
の
需
給
を
逼
迫
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
京
漢
鯨
這
の
建
設
で
あ
る
。
こ
の
地
方
の
労
賃
は
銅
銭
梯
い
で
あ
る
が
、
建
設
州
労
働
者
の
賃
金
と
し
て
の
銅
貨

- 93ー

需
要
も
ま
た
一
役
買
っ
て
い
た
と
い
う
。

以
上
三
貼
の
う
ち
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
第
二
酷
で
あ
る
。
農
産
物
供
給
の
増
大
が
物
債
下
落
に
つ
な
が
ら
ず
、
逆
に
そ
の
買
買
成
立
の
た

め
に
貨
幣
供
給
増
大
が
絞
く
べ
か
ら
ざ
る
篠
件
と
な
り
、
銅
貨
相
場
騰
貴
に
結
び
つ
い
た
。
こ
の
よ
う
な
欣
況
の
影
響
を
最
初
に
深
刻
に
受
け

る
の
は
、
仲
買
商
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
農
民
か
ら
農
産
物
を
購
入
す
る
た
め
、
盆
々
相
射
的
供
給
不
足
に
な
っ
て
い
る
銅
銭
を
、
高
値
で
入

手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
彼
ら
が
相
場
騰
貴
に
よ
る
損
失
を
補
填
で
き
な
け
れ
ば
、
農
産
物
総
出
を
主
と
す
る
漢
口
貿
易
は
停
滞
を
除

儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
補
填
は
、
農
産
物
の
銀
建
て
債
格
の
高
騰
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
こ
初
年
、
茶
に
次
ぐ
重
要

職
出
品
で
あ
っ
た
棉
花
は
一
櫓

2δ
雨
前
後
を
記
録
し
た
が
、
そ
れ
は
前
年
に
比
べ
て
三
雨
四
J
五
銭
の
高
値
で
あ
っ
制
。
最
も
銅
銭
と
開
連

が
深
く
且
つ
最
重
要
職
出
品
で
あ
る
茶
は
、
品
柄
に
よ
り
差
は
あ
る
が
、
。
一
箱
卒
均
三
雨
前
後
の
高
値
と
な
っ
て
い
ゐ
。
轍
出
品
に
限
ら
ず

b
n
v
 

米
・
雑
穀
と
い
っ
た
圏
内
向
け
日
常
品
も
、
銀
建
て
債
格
が
上
昇
し
て
い
る
。
し
か
し
銀
建
て
債
格
上
昇
だ
け
で
問
題
は
解
決
し
な
か
っ
た
。

549 
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貨
幣
相
場
の
襲
動
は
、
即
金
融
機
関
の
営
業
に
関
わ
る
。
銅
銭
と
銀
の
免
換
を
受
け
持
つ
の
は
銭
妊
で
あ
る
が
、

か
つ
て
な
い
銭
貴
紋
態
は

彼
ら
を
深
刻
な
危
機
に
陥
ら
せ
た
。
銅
銭
建
て
で
取
引
す
る
際
、
仲
買
商
は
す
べ
て
現
物
の
銅
銭
を
使
用
す
る
詳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
銭
荘

伺

の
瑳
行
す
る
額
面
一
千
文
の
銭
票
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
銭
票
は
商
人
の
聞
の
決
済
は
も
ち
ろ
ん
、
農
民
へ
の
支
梯
い
に
も
幅
を
き
か
せ
て

い
た
。
こ
の
信
用
貨
幣
が
、
漢
口
通
商
圏
の
流
通
擦
大
を
支
持
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
銅
貨
相
場
が
あ
ま
り
に
高
騰
す
る
と
、
銭
票
を
現

物
の
銅
銭
に
免
換
す
る
動
き
が
嘗
然
生
じ
て
く
る
。
貫
際
に
漢
口
で
は
鎮
票
の
取
り
付
け
騒
ぎ
が
起
こ
り
、
四
銭
荘
が
倒
産
す
る
事
態
と
な
っ

問
。
通
常
銭
荘
は
、
そ
の
準
備
金
を
は
る
か
に
越
え
た
額
の
銭
票
を
震
行
し
流
通
を
支
え
て
い
る
の
だ
が
、
四
銭
荘
倒
産
は
漢
口
の
銭
荘
全
鐙

銭
票
の
流
通
量
は
減
少
し
銅
貨
需
要
を
盆
々
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な

に
自
己
防
衛
の
た
め
の
金
融
引
締
を
除
儀
な
く
さ
せ
た
。

同

る
。
同
時
に
漢
口
市
中
の
金
利
水
準
の
上
昇
が
願
著
と
な
っ
て
ゆ
く
。
市
場
は
過
度
の
信
用
不
足
と
な
り
、
現
物
貨
幣
の
需
要
の
高
ま
り
は
銅

伺

銭
の
み
な
ら
ず
銀
貨
ま
で
も
不
足
朕
態
に
陥
ら
せ
た
。
貨
幣
不
安
は
盆
々
信
用
供
輿
を
困
難
に
さ
せ
、
一
九

O
四
年
初
頭
に
は
銭
妊
に
よ
る
荘

伺

票
割
引
停
止
の
事
態
に
至
っ
た
。

そ
の
結
果
、

そ
も
そ
も
捻
出
関
係
商
人
に
限
ら
ず
、
自
己
資
本
に
乏
し
い
中
園
人
仲
買
商
が
貿
易
に
よ
る
流
通
旗
大
に
劃
臆
し
て
ゆ
け
た
の
は
、
銭
荘
が

- 94ー

彼
ら
に
多
大
の
信
用
を
供
興
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
信
用
供
輿
の
最
大
の
手
段
は
、
自
己
宛
約
束
手
形
で
あ
る
証
票
〈
銭
票
も
含
む
)
の
振
り

出
し
で
あ
る
。
そ
の
割
引
拒
否
は
、
流
通
の
死
命
を
制
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
さ
し
て
大
き
く
な
い
鐘
荘
の
運
用
資
金

制

を
背
後
か
ら
支
え
て
い
た
票
披
も
、
追
討
ち
を
か
け
る
が
如
く
そ
の
貸
付
を
制
限
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
至
つ
て
は
も
は
や
こ
の
金
融
危
機
が
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
流
通
構
造
そ
の
も
の
の
歓
陥
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
の
貨
幣
不
足
に
加
え
て
、
貨
幣
不
安
が
即
座
に
信
用
不
安
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
信
用
制
度
の
後
進
性
が
問
題
で
あ
っ
た
。
基
本
的
な

解
決
方
法
と
し
て
は
ま
ず
第
一
に
、
社
舎
的
、通
用
性
の
高
い
新
し
い
流
通
手
段
を
、
二
十
世
紀
初
頭
の
流
通
規
模
に
見
合
う
だ
け
出
現
さ
せ
る

こ
と
、
第
二
に
票
暁
・

銭
荘
よ
り
も
強
力
な
信
用
供
輿
機
闘
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。

湖
北
銀
元
は
圏
内
貿
易
貨
幣
の
機
能
は
果
た
せ
て
も
省
内
通
用
性
に
絞
け
て
い
た
。
こ
こ
に
銅
元
が
登
場
す
る
素
地
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で



あ
る
。
高
債
な
聡
入
銅
を
購
入
し
て
一
文
制
銭
を
察
す
る
の
で
は
採
算
が
合
わ
な
か
っ
た
が
、
嘗
十
銅
元
で
あ
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
多
大

な
盛
岡
造
利
盆
が
あ
げ
ら
れ
た
。
問
題
は
、
制
銭
同
様
の
省
内
通
用
性
を
維
持
で
き
る
か
否
か
で
あ
っ
た
が
、
極
度
の
貨
幣
不
安
は
制
銭
か
ら
銅

元
へ
の
移
行
の
た
め
の
燭
媒
と
な
る
。

四

第
二
次
幣
制
改
+
平
|
|
銅
元
・
官
銭
票

倒

清
末
に
一
大
問
題
と
な
っ
た
嘗
十
銅
元
の
鋳
造
は
、
一
九

O
O年
の
贋
東
省
を
皮
切
り
に
江
蘇
・
福
建
省
と
沿
海
諸
省
が
績
き
、

倒

年
二
月
二
日
沿
海
沿
江
各
省
督
撫
に
銅
元
鋳
造
の
上
識
が
下
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
全
園
的
に
開
始
さ
れ
る
。
銅
銭
不
足
は
、
全
唱
現
象
で
あ

っ

た

。

こ

の

上

誌

に

呼

醸

す

る

形

で

、

湖

北

省

は

鋳

造

を

開

始

す

る

。

「

行

用

銅

元

一

示

」

を

設

し

、

一
九

O
二

一
九

O
二
年
八
月
十
五
日
、
張
之
洞
は
、

湖
北
省
が
鋳
造
し
た
銅
元
で
あ
れ
ば
こ
れ
ま
で
の
制
銭
と
同
じ
よ
う
に
納
税
手
段
と
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
銀
元
鋳
造
開
始
の
時
と
同
様
、

納
税
手
段
と
し
て
の
機
能
を
附
興
す
る
こ
と
に
よ
り
、
省
内
通
用
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
約
一
ヶ
月
後
、
試
鋳
し
た
銅
元
百
蔦
枚

b
n
v
 

が
好
評
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
、
第
銭
局
を
銅
幣
局
に
改
め
て
、
官
銭
局
の
責
任
者
高
松
如
を
そ
の
経
営
の
任
に
着
か
せ
、
一
腹
の
鋳
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造
種
制
を
整
え
た
。

一
九

O
三
年
、
銅
貴
現
象
は
ピ
I
ク
を
迎
え
た
が
、
翌
一
九

O
四
年
春
、
茶
期
に
は
欽
況
は
一
慶
し
て
い
た
。

例
年
茶
期
ニ
入
ル
ト
共
ニ
多
額
ノ
銅
銭
各
地
方
ニ
流
出
ス
ル
カ
故
ニ
、
嘗
市
ノ
銅
銭
相
場
ハ
次
第
ニ
高
マ
リ
千
文
ニ
付
一
一
一
一
一
匁
方
ノ
上
騰
ヲ

見
ル
ヲ
常
ト
ス
。
然
ル
ニ
本
年
ハ
:
:
:
茶
期
ニ
入
リ
シ
モ
例
年
ノ
如
キ
逼
迫
-
一
基
グ
相
場
ノ
騰
貴
ヲ
見
サ
リ
シ
ハ
、
如
何
ナ
ル
理
由
ニ
基
ク
ヤ

ト
言
フ
ニ
、
嘗
地
造
幣
局
ニ
テ
鋳
造
ス
ル
嘗
十
銭
ノ
出
衆
高
豊
多
ニ
シ
テ
、
漸
ク
一
般
商
民
ノ
開
ニ
流
布
セ
シ
結
果
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ト
共
ニ
、

其
嘗
十
銅
銭
ノ
貧
債
追
々
低
落
シ
テ
、
通
貨
ト
シ
テ
ノ
購
買
力
次
第
四
一
減
少
セ
シ
ニ
由
ル
モ
ノ
敗
。

従
来
未
タ
嘗
十
銭
ノ
鋳
造
有
ラ
サ
リ
シ
嘗
時
ハ
、
彼
ノ
一
文
銭
ノ
ミ
内
地
取
引
ノ
遁
貨
ト
シ
テ
行
ハ
レ
、
官
銭
局
カ
千
文
宛
ノ
免
換
票
子
ヲ
震
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行
セ
シ
ト
共
ニ
、
市
中
ノ
各
銀
荘
銭
舗
モ
亦
自
由
ニ
同
様
ナ
ル
免
換
票
子
ヲ
瑳
行
セ
シ
カ
ハ
、
市
中
ノ
金
融
ハ
重
ニ
此
等
ノ
票
子
ニ
由
リ
テ
調
製
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サ
レ
シ
カ
、
昨
年
七
月
ヨ
リ
嘗
十
銭
ノ
鋳
造
ヲ
銅
元
局
ト
銀
元
局
ト
ニ
テ
始
ム
ル
コ
ト
L
魚
リ
、
其
ノ
鋳
造
正
貨
-
一
封
シ
テ
盛
二
宣
千
文
ノ
免
換

A
万回
，

ふ
h
v

票
子
ヲ
護
行
シ
テ
而
モ
低
債
-
一買
却
ス
ル
ヨ
リ
、
此
ノ
官
票
ハ
俄
-
一
市
中
ニ
流
布
シ
テ
、
以
前
ノ
銭
票
ヲ
匪
倒
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。
(
傍
黙

筆
者
〉

官
銭
局
は
銅
元
百
枚
相
嘗
の
一
千
文
官
銭
票
を
、
意
園
的
に
市
場
銅
貨
相
場
以
下
で
銀
と
交
換
し
、

銅
貴
現
象
を
抑
え
、

信
用
失
墜
紋
態
に

あ
っ
た
銭
荘
護
行
の
銭
票
を
押
え
て
、

一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

銅
元
の
鋳
造
利
盆
は
相
蛍
な
も
の
で
あ
っ
た
。
原
料
の
銅
塊
は
主
と
し
て
日
本
か
ら
の
稔
入
に
頼
っ
た
が
、

そ
の
債
格
は
一
捨
三

O
雨
前
後

で
あ
っ
た
。
銅
元
局
の
鋳
造
機
は
一
携
の
銅
塊
か
ら
嘗
十
銅
元
を
八
、
四

O
O
枚
、
す
な
わ
ち
八
四
串
文
製
造
す
る
。

銀
銭
比
債
、
銀
一
雨
H

一、

一
九

O
四
年
七
月
嘗
時
の

一
六
三
文
に
換
算
す
る
と
、
こ
れ
は
七
二
雨
二
銭
四
分
に
値
す
る
。
鋳
造
費
用
自
陸
は
高
く
見
積
っ
て
も
一

O
雨

伺

四
O
雨
以
下
の
コ
ス
ト
で
七
二
雨
除
を
創
造
す
る
こ
と
に
な
る
。
三

O
雨
齢
が
鋳
造
利
盆
と
な
る
。
こ
の
仕
組
み
で
以
て
最
盛

制

期
に
は
一
日
八

O
O蔦
枚
以
上
と
も
言
わ
れ
る
銅
元
を
鋳
造
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
免
換
準
備
に
し
て
そ
の
倍
額
と
も
言
わ
れ
る
官
銭
票
を
護
行

制
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
首
然
今
度
は
銅
賞
過
剰
と
な
り
、
銅
賎
銀
貴
傾
向
が
績
く
こ
と
に
な
っ
た
。
商
品
と
し
て
の
銅
元
の
適
正
債
格
は
、
右

で
あ
る
か
ら
、

の
数
値
に
よ
る
と
一
雨
H

二、

漢
口
に
於
て
は
一
九

O
五
年
前
牢
期
だ
け
で
一

O
%以
上
の
銅
貨
相
場
下
落
を
見

伺

制

た
。
こ
の
年
は
江
漢
闘
の
純
稔
入
額
中
の
三

O
%弱
を
、
銅
元
鋳
造
の
た
め
の
銅
塊
総
入
額
で
占
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
O
O
文
な
の
で
あ
る
。
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さ
て
銅
元
大
量
鋳
造
に
よ
る
銅
貨
相
場
下
落
は
、

ほ
ぼ
全
園
的
に
準
行
す
る
。

」
の
事
態
に
射
し
迅
速
か
つ
数
果
的
な
封
躍
を
示
し
た
の

一
九

O
五
年
六
月
二
十
日
、
銅
貨
相
場
下
落
は
通
商
の
妨
害
に
な
る
と
し
て
、
彼
ら
の
商
務
舎
は
清

伺

朝
政
府
に
迫
っ
て
、
各
省
の
銅
元
濫
鋳
に
糾
到
し
適
正
措
置
を
と
る
よ
う
、
領
事
国
を
通
し
て
北
京
の
公
使
固
に
要
請
し
た
。
特
に
、
各
省
に
よ

巾
ヨ
，

bp
 

る
銅
元
鋳
造
は
一
九

O
二
年
マ
ッ
ケ
!
篠
約
に
定
め
た
劃
一
幣
制
へ
の
違
反
で
あ
る
と
す
る
彼
ら
の
批
判
は
、
非
常
に
有
数
で
あ
っ
た
。
同
年

A
リhv 

こ
の
日
は
幣
制
統
一
の
た
め
の
園
幣
を
定
め
た
日
で
あ
る
が
、

は
、
上
海
の
外
闇
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

戸
部
は
各
省
の
銅
元
嶋
崎
造
数
の
大
幅
な
制
限
案
を
上
奏
す

十
一
月
十
九
日
、

合
M
gM

。
こ
れ
に
よ
り
湖
北
省
は
、
江
蘇
省
庚
東
省
と
共
に
鋳
造
額
を
一
日
百
蔦
枚
に
制
限
さ
れ
た
。

d
4
 

h
M
V
 

「
湖
北
省
第
造
銅
元
請
由
本
省
自
行
限
制
摺
」
に
展
開
さ
れ
た
彼
の
論
黙
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
第

し
か
し
張
之
洞
は
即
座
に
反
論
す
る
。



↓
に
、
商
人
が
交
易
に
銅
を
用
い
て
銀
を
用
い
な
い
と
い
う
、
湖
北
省
の
商
慣
習
の
濁
自
性
。
第
二
に
、
銅
元
を
免
換
幣
と
す
る
官
銭
票
の
護

行
敷
が
己
に
敷
百
寓
枚
を
教
え
、
武
漢
だ
け
で
免
換
準
備
に
毎
日
数
寓
串
を
必
要
と
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
偲
に
鋳
造
敷
を
減
ら
す
と
、
官
銭

票
の
免
換
性
維
持
の
た
め
に
官
銭
局
が
貨
幣
市
場
か
ら
銅
元
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
鏡
荘
の
銅
貨
投
機
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
。
以
上

で
あ
る
。
銅
元
自
睦
よ
り
も
官
銭
票
の
免
換
性
維
持
に
重
黙
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
張
之
洞
は
以
上
の
湖
北
特
激
論
の
上
に
立

'n
v
 

っ
て
、
銅
元
の
省
外
搬
出
禁
止
の
勝
行
を
候
件
に
、
自
主
制
限
の
方
針
を
貫
こ
う
と
す
る
。
だ
が
そ
の
制
限
枠
は
一
日
六
百
高
枚
と
い
う
も
の

ふ
勾hv 

で
、
中
央
の
方
針
と
は
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
財
政
慮
は
一
九

O
六
年
二
月
二
十
六
日
、
銅
元
大
量
運
搬
禁
止
や
銅
塊
購
入
の
許
可
制

同

を
含
む
、
銅
元
第
造
統
制
の
た
め
の
八
ケ
僚
を
上
奏
す
る
。
同
時
に
張
之
洞
の
自
主
制
限
論
を
批
剣
し
、
中
央
の
統
制
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
強

同

開

調
し
て
い
る
。
結
局
雨
者
は
一
日
二
百
寓
枚
と
い
う
額
に
妥
協
し
た
。

品司
'h
u
、

そ
の
後
、
湖
北
省
で
は
銅
元
と
制
銭
と
の
聞
の
一
割
十
の
絶
劃
比
が
崩
れ
、
制
銭
に
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
く
現
象
が
一
部
で
生
じ
た
。
張
之
洞

怖

は
そ
の
是
正
の
た
め
一
文
銅
幣
を
鋳
造
さ
せ
て
い
る
。

一
九

O
六
J
七
年
に
か
け
て
は
や
や
銅
債
下
落
現
象
は
緩
や
か
に
な
っ
た
が
、
盤
情
造
数

- 97ー

問
題
は
そ
の
後
も
清
朝
中
央
と
湖
北
省
政
府
と
の
聞
の
針
立
黙
と
し
て
存
績
す
る
。
一
九

O
七
年
十
二
月
二
十
一
日
、
張
之
洞
の
後
任
趨
爾
巽

制

は
、
制
限
枠
を
四
百
蔦
枚
に
引
き
上
げ
た
い
旨
上
奏
す
る
。
彼
の
論
擦
は
三
黙
で
あ
る
。
第
一
に
、
京
漢
織
遁
が
開
通
し
て
、
一
層
の
流
通
活

h
p
 

滋
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
銅
貨
需
要
を
高
め
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
銅
貨
相
場
が
落
ち
つ
い
て
き
て
、
元
来
携
帯
に
便
利
な
銅
元
が
宜

同
何

回
日
・
沙
市
・
老
河
口
・
焚
城
な
ど
の
方
面
に
流
出
し
て
行
き
還
流
し
て
こ
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
以
前
漢
口
の
銭
荘
は
相
嘗
敷
の
現
銭
を
免
換

準
備
金
に

L
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
銅
元
護
行
以
来
官
銭
局
か
ら
障
時
銅
一
元
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
準
備
の
必
要
が
な

ω
 

一
日
二
百
蔦
枚
で
は
鹿
じ
き
れ
な
い
こ
と
。
彼
の
要
求
は
認
め
ら
れ
、

く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
武
漢
一
四

O
の
銭
荘
の
要
求
に
醸
え
る
に
は
、

帥

一
年
に
限
り
一
日
四
百
寓
枚
鋳
造
が
許
可
さ
れ
た
。

553 

財
政
庫
一
は
や
が
て
造
幣
局
統
一
化
の
方
針
を
と
り
、
一
九

O
八
年
三
月
二
十
九
日
に
は
銅
元
鋳
造
停
止
の
上
識
が
出
さ
れ
掬
。
こ
れ
に
劉
し

紛

て
湖
底
夙
穂
督
陳
要
龍
は
、
江
蘇
総
督
・
湖
南
巡
撫
と
連
名
で
反
射
電
奏
を
行
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
上
議
後
、
湖
北
省
の
銅
元
築
造
額
が
現
寅
に
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
清
末
三
年
聞
に
於
け
る
官
銭
票
の
年
開
設

例

行
額
は
千
五
百
蔦
枚
を
越
え
て
お
り
、
毎
日
四
禽
枚
す
な
わ
ち
銅
元
四
百
高
枚
相
嘗
が
市
場
へ
流
入
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
慣
に
そ
の
字
額

と
す
る
と
、
一
日
二
百
高
枚
の
銅
元
鋳
造
が
縫
綴
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

中
央
政
府
に
よ
る
幣
制
統
一
計
董
と
、
各
省
政
府
の
濁
自
の
通
貨
政
策
展
開
と
い
う
中
園
近
代
幣
制
史
濁
特
の
矛
盾
を
含
み
な
が
ら
、
前
者

は
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
す
る
帝
国
主
義
列
強
の
嘗
時
の
意
向
に
も
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
辛
亥
革
命
を
迎
え
る
の
で
あ
っ
た
。

五

流
通
過
程
へ
の
作
用

付

貨
幣
の
通
用
朕
況

こ
こ
ま
で
は
通
貨
政
策
の
推
移
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
た
。
次
に
問
題
と
な
る
の
は
鋳
造
設
行
さ
れ
た
貨
幣
の
通
用
紋
況
で
あ
る
。
特

に
そ
の
省
内
に
於
け
る
地
域
差
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
園
際
市
場
へ
の
関
わ
り
方
と
官
銭
局
と
の
関
係
に
よ
り
、

四
類
に
分
け

- 98一

て
み
た
。

" 
)
内
は
、
主
な
資
料
と
し
た
東
亜
同
文
舎
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
年
で
あ
る
。

A 

開

港

場

こ
こ
は
銀
に
劃
す
る
銅
貨
相
場
が
省
内
他
都
市
と
比
べ
て
や
や
高
い
。
銀
が
比
較
的
豊
富
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
銀
元
の
中
で
は
湖
北
銀
元

漢
口
〈
一
九
二
ハ
年
〉

が
最
も
信
用
さ
れ
、
反
割
に
メ
キ
シ
コ
ド
ル
の
信
用
は
低
い
。
湖
北
銀
元
を
免
換
幣
と
す
る
銀
元
票
は
辛
亥
革
命
前
ま
で
は
盛
ん
に
流
通
し
て

い
た
が
、
革
命
後
は
武
昌
で
し
か
流
通
し
て
い
な
い
。
日
常
の
取
引
や
工
賃
に
は
主
と
し
て
銅
元
を
用
い
る
。
銅
貨
相
場
は
一
九

O
五
年
以
降

M
W
 

八
O
O文
蓋
に
落
ち
つ
い
て
き
た
。
最
も
逼
用
性
の
高
い
の
は
官
銭
票
で
あ
り
、

下
落
し
た
が
、
銀
一
雨
日
て

一
枚
H

銅
元
九
十
八
枚
と
ほ

ぽ
額
面
、
通
り
通
用
す
る
。
こ
れ
に
封
し
、
銭
荘
霊
行
の
銭
票
は
八
四

O
文
程
度
で
し
か
流
通
し
な
い
。
な
お
上
海
等
で
通
用
力
を
有
す
る
外
園

銀
行
券
は
嘗
地
の
支
庖
は
護
行
せ
ず
、
上
海
か
ら
流
入
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
市
場
に
大
し
た
影
響
力
は
な
い
。



(2) 

沙
市
(
一
九
二
ニ
、
一
四
お

海
開
通
過
額
は
き
し
て
大
き
く
は
な
い
が
、
漢
口
向
け
の
農
産
物
集
荷
地
と
し
て
重
要
な
都
市
で
あ
る
。
銀
元
に
闘
し
て
は
漢
口
と
同
じ
よ

う
に
湖
北
銀
元
の
、
通
用
性
が
最
も
高
い
。

分
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
銭
証
の
銭
票
は
、

銅
元
が
嘗
地
の
流
通
集
貨
の
大
部
分
を
占
め
て
い

官
銭
票
の
信
用
は
こ
こ
で
も
高
く
、
商
取
引
は
大
部

"
 

か
つ
て
官
銭
局
分
局
か
ら
そ
の
回
牧
を
命
じ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
流
通
し
て
い
る
が
、

制

そ
の
流
通
額
は
小
さ
い
。
辛
亥
革
命
は
貨
幣
相
場
に
多
少
の
動
揺
を
輿
え
た
が
、
官
銭
票
と
銅
元
の
信
用
の
回
復
は
早
か
っ
た
。

州
開

ω
宜
昌
(
一
九
O
九
、
ご
ニ
、
一
四
年
)

る
。
銅
貨
相
場
の
推
移
は
省
全
置
の
動
向
と
一
致
し
、

し
か
し
農
民
は
ほ
と
ん
ど
銀
貨
を
使
用
せ
ず
、

グ
ラ
フ

B
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
川
産
ア
へ
ン
の
集
荷
地
と
し
て
柴
え
た
こ
と
か
ら
、
四
川
省
銀
元
も
流
通
す
る
。
湖
北
・
四
川
銀
元
一
元
U

宜
卒
銀
七
銭
二
分
H

銅
元
一

制

三
二
枚
の
相
場
。
銅
元
は
一
枚
十
文
と
し
て
通
用
す
る
。
こ
の
地
で
も
銭
票
は
流
通
し
て
い
る
が
、

一
九

O
六
年
頃
か
ら
は
湖
北
銀
元
と
官
銭

- 99ー

票
が
大
口
取
引
の
た
め
の
主
要
通
貨
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
農
民
へ
の
支
排
い
は
銀
貨
で
は
な
く
銅
貨
が
用
い
ら
れ
る
。
農
民
は
て

品
開

三
O
O文
相
嘗
の
銀
一
元
よ
り
も
、
銅
貨
一
、

0
0
0文
を
好
む
と
い
う
。

官
銭
局
分
局
設
置
都
市

張
之
洞
は
宜
昌
・
沙
市
以
外
の
地
に
も
官
銭
局
分
局
を
設
置
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
地
域
は
い
ず
れ
も
農
産
物
集
荷
地
で
あ
っ
た
。

帥
判

老
河
口
(
一
九
O
九
、
一
五
年
)

B 

M
開

漢
水
流
域
に
あ
り
漢
口
か
ら
陳
西
省
へ
抜
け
る
流
、
通
路
の
重
要
な
中
縫
貼
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
山
貨
、
棉
花
の
産
地
で
あ
り
、
そ
の
漢
口

向
け
移
出
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
建
値
は
銅
元
を
以
て
し
、
取
引
時
期
に
は
銅
元
の
相
場
は
上
昇
す
る
。
銅
元
一
枚
H

制
銭
九
J
十
枚
で

通
用
す
る
。
こ
の
地
に
は
銭
業
公
所
が
あ
り
鎮
荘
の
基
盤
は
弱
く
な
い
。
し
か
し
官
銭
票
の
信
用
は
き
わ
め
て
高
く
、
銭
荘
の
銭
票
を
匪
倒
し

て
い
る
。

555 
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(2) 

挫
〈
城
(
一
九
二
二
、

M
開

一
五
年
)

老
河
口
と
同
じ
漢
水
流
域
の
農
産
物
集
荷
地
。
米
・
桐
油
・
牛
皮
の
産
地
で
あ
る
。
以
前
は
銭
荘
の
銭
票
が
流
通
し
て
い
た
が
、
官
銭
局
分

局
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
姿
を
消
し
た
。
銅
元
は
す
べ
て
十
文
で
通
用
し
て
い
る
。

ω
安
陸
鯨
(
一
九
O
一
句

米
・
牛
皮
・
桐
油
・
棉
花
と
い
っ
た
種
々
の
農
産
物
商
品
の
産
地
。
そ
の
物
産
豊
富
な
地
に
あ
っ
て
、
和
泰
典
と
い
う
二
十
寓
雨
の
資
本
を

有
す
る
質
屋
が
、
官
銭
局
分
局
の
業
務
を
代
理
し
て
い
る
。
こ
の
地
に
於
け
る
官
銭
票
流
通
の
促
進
の
た
め
で
あ
る
。

川
刊
武
穴
ハ
一
九
一
五
年
)

江
西
省
境
の
白
航
の
名
産
地
。
銅
元
が
日
常
に
用
い
ら
れ
、
銀
一
元
H

一
、
四

O
O文
の
相
場
。
こ
こ
で
も
銭
荘
の
銭
票
が
跡
を
絶
ち
、
官

銭
票
が
多
く
流
通
し
て
い
る
。

官
銭
局
分
局
の
な
い
集
荷
地

州
側

ω
孝
感
鯨
(
一
九
二
一
年
)

漢
口
に
近
ぐ
し
か
も
京
漢
蹴
路
沿
線
に
あ
り
運
犠
上
の
使
は
良
い
。
牛
皮
・
米
・
藍
錠
の
産
地
。
湖
北
銀
元
一
枚
目
銅
元
一
一
一
一
一
枚
目
制
銭

一
、
二
二

O
枚
と
い
う
貨
幣
相
場
。
二
種
の
官
票
の
信
用
が
厚
い
。
銭
荘
は
存
在
せ
ず
。

品
岬

ω
藁
陽
(
一
九
一

O
年〉

C 

-100ー

漢
水
流
域
の
土
布
、
胡
蹴
の
集
荷
都
市
。
土
布
は
銀
建
て
、
胡
航
は
銅
元
建
て
で
取
引
し
て
い
る
。

鏡
荘
が
護
行
す
る
銅
元
票
が
あ
る
が
信

用
は
低
い
。
貨
幣
相
場
は
銀
一
一
向
H

銅
元
二
串
文
内
外
。

D 

溢

境

地

帯

ω
巴
東
(
一
九
一
四
句

銀
一
元
H

制
銭
一
、
三
八

O
J九
O
文
H

銅
元
て
三
六

O
文
の
相
場
。



(2) 

柚
仰

位
向
州
(
一
九
一
四
年
)

銀
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ず
。
銀
一
元
日
制
銭
一
、
三
八

O
文
U

銅
元
一
、
三
五

O
文。

巴
東
・
掃
州
と
も
四
川
省
境
に
あ
る
。
巴
東
の
聾
以
外
に
特
産
物
は
な
い
。

ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
ど
の
地
域
で
も
銅
元
は
日
常
通
貨
と
し
て
通
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
銅
元
と

制
銭
は
濁
立
し
た
相
場
が
立
ち
は
す
る
が
、
一
時
言
わ
れ
た
よ
う
な
一
封
十
の
絶
封
比
か
ら
の
希
離
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。

銅
元
相
場
の
方
が
制
銭
相
場
よ
り
も
高
い
地
域
す
ら
存
在
す
る
。
制
銭
か
ら
銅
元
へ
の
一
般
的
流
通
手
段
の
轄
換
は
、
成
功
し
た
と
言
え
る
。

以
上
の
事
を
組
合
し
て
み
よ
う
。

そ
の
銅
元
を
免
換
準
備
と
す
る
官
銭
票
の
信
用
の
高
さ
は
明
白
で
あ
る
。
特
に
官
銭
票
が
、
額
面
割
れ
で
し
か
流
通
し
な
い
銭
荘
の
銭
票
を
騒

川
明

逐
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
官
銭
局
は
、
安
陸
鯨
の
よ
う
に
銭
荘
が
存
在
し
な
い
農
産
物
集
荷
地
に
も
分
局
を
置
き
、
意
圃
的
に
官
銭
票
の
流
通
を
促
進
さ
せ
、
農

-101ー

産
物
の
購
買
手
段
と
し
て
確
立
さ
せ
た
。

一
方
銀
貨
に
つ
い
て
言
え
ば
、
湖
北
銀
元
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
流
通
銀
貨
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
銀
元
票
は
漢
口
附
近
を
除
く
と
革
命
後
は

、同
叫

ほ
と
ん
ど
流
通
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
革
命
時
に
於
て
、
軍
費
補
填
の
た
め
免
換
の
見
込
み
な
く
銀
元
票
を
大
量
流
出
さ
せ
た
こ
と
が
大
き
な

品明

要
因
と
な
っ
て
い
る
。
官
銭
票
が
革
命
後
も
以
前
と
同
様
の
通
用
力
を
誇
っ
て
い
る
の
と
は
劉
照
的
で
あ
る
。

こ
う
し
て
第
二
衣
幣
制
改
革
が
農
産
物
購
買
手
段
の
確
立
と
い
う
湖
北
省
の
祉
曾
的
需
要
に
醸
え
た
の
に
封
し
、
第
一
次
幣
制
改
革
の
方
法

が
非
現
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
事
賞
、
が
誼
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
海
開
報
告
に
よ
り
漢
口
と
沙
市
の
銅
貨
相
場
の
推
移
の
一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
つ
の
特
徴
と
し
て
漢
口
の
銅
銭
相
場
は
沙

同
岬

市
の
そ
れ
と
比
べ
て
高
い
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
漢
口
以
外
に
於
け
る
銅
元
・
官
銭
票
の
通
用
性
の
相
封
的
な
低
さ
を
示
し
て

557 

い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
農
産
物
取
引
の
規
模
の
増
大
に
よ
り
銅
貨
の
流
通
量
が
増
え
て
い
る
の
に
劉
し
、
銀
貨
が
日
常
取
引

で
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
銀
貨
が
沙
市
に
於
い
て
稀
少
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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q
t
u
 hu 

流
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
銀
の
出
超
は
そ
の
銅
元
の
代
債
と
し
て
流
出
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
。
だ
が
銅
貨
需
要
が
沈
静
化
し
て
い
く

h
山

中
で
、
沙
市
に
於
い
て
は
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
海
開
報
告
が
一
九

O
六
年
に
己
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
沙
市
に
存
在
す
る
銀
は
銅
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グ
ラ
フ

C
は
清
末
九
年
聞
の
沙
市
海
闘
の
江
漢

聞
に
劃
す
る
銀
銅
貨
轍
出
入
額
の
推
移
を
固
示
し

た
も
の
だ
が
、
そ
の
推
移
は
農
産
物
集
荷
地
の
貨

幣
需
要
の
襲
化
を
典
型
的
に
示
し
て
く
れ
る
。
上

一
九

O
七
年
を
境
に
し
て

銀
銅
貨
轍
出
入
の
構
造
は
轄
換
し
て
い
る
。

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

九

O
四
J
六
年
は
、

一
九

O
五
年
の
四
五
蔦
雨
蝕
を

。
五

最
高
に
銅
元
職
入
額
が
異
常
に
伸
び
た
時
期
で
あ

る
の
に
封
し
、
一
九

O
七
年
以
後
は
逆
に
銅
元
職

出
額
が
轍
入
額
を
大
幅
に
上
回
る
。
銀
は
銅
元
の

動
向
と
は
逆
に
一
九

O
七
年
以
前
は
出
超
、
以
後

-102ー

は
入
超
と
な
っ
て
い
る
。

一
九

O
七
年
以
前
に
は

越
爾
巽
の
上
奏
に
あ
る
よ
う
に
、
銅
貨
需
給
が
依

然
逼
迫
し
て
い
た
た
め
銅
元
が
漢
口
か
ら
沙
市
へ

元
に
封
し
て
少
量
で
し
か
も
悪
質
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
沙
市
商
人
が
銅
元
を
銀
に
交
換
し
て
負
債
を
支
沸
う
場
合
、
銀
が
豊
富
に
存
在
し
銅

貨
相
場
が
相
針
的
に
高
い
漢
口
へ
銅
元
を
直
接
運
搬
し
て
、
そ
こ
で
銀
に
雨
替
し
て
決
済
を
済
ま
せ
る
傾
向
が
現
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
漢
口

と
沙
市
と
の
銅
元
相
場
の
差
額
が
、

。同
地
聞
の
運
迭
費
を
上
回
る
程
の
も
の
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
現
象
で
あ
る
。
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そ
れ
ら
に
封
躍
し
て
、
宜
畠
開
の
江
漢
闘
に
劃
す
る
銀
銅
貨
稔
出
入
額
も
、
一
九

O
七
年
を
境
と
し
て
沙
姉
と
同
様
の
梼
換
を
す
る
。
こ
の

hu 

聞
の
江
漢
闘
の
全
て
の
銅
貨
轍
出
入
額
は
、
一
九

O
七
年
以
前
は
大
幅
な
出
超
、
以
後
は
大
幅
な
入
超
で
あ
る
。
同
時
に
貿
易
全
瞳
の
出
超
匂

'川出
F

反
映
し
て
、
江
漢
闘
の
銀
貨
轍
出
入
額
は
一
貫
し
て
大
幅
な
入
超
を
績
け
た
。
一
九
一

O
年
に
は
一
、

O
八
O
寓
両
の
入
超
を
記
録
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
漢
口
に
於
け
る
銅
貨
の
封
銀
相
場
の
相
劉
的
高
値
を
保
障
し
て
い
た
。

第
二
次
幣
制
改
革
は
、
銅
元
・
官
銭
票
を
農
産
物
購
買
手
段
と
し
て
確
立
し
銅
貨
需
要
を
沈
静
化
さ
せ
た
の
と
同
時
に
、
漢
口
地
方
農
産
物

集
荷
地
と
の
聞
に
二
重
の
貨
幣
相
場
を
形
成
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
二
重
性
は
、
銀
建
て
決
済
を
漢
口
に
集
中
さ
せ
る
機
能
を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
に
於
い
て
貨
幣
の
通
用
朕
況
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
次
に
そ
の
貨
幣
を
媒
介
と
す
る
流
通
構
造
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

流
遁
構
造
の
饗
革

漢
口
は
九
省
の
舎
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
湖
北
省
の
み
な
ら
ず
中
圏
内
陸
部
に
於
け
る
商
業
の
中
心
地
で
あ
り
、
各
都
市
を
中
繕
す
る
客
商

の
都
市
と
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
客
商
す
な
わ
ち
仲
買
人
た
ち
は
、
地
縁
に
よ
り
同
郷
組
合
で
あ
る
習
を
形
成
し
て
い
た
。
各
智
の
取

り
扱
う
商
品
に
よ
り
、
漢
口
が
い
か
な
る
性
格
の
中
縫
都
市
で
あ
っ
た
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
湖
南
・
江
西
か
ら
は
茶
・
米
、
河
南
よ
り

棉
花
・
雑
糧
、
快
西
よ
り
牛
皮
・
羊
毛
、
四
川
方
面
か
ら
桐
油
等
が
漢
口
へ
流
入
し
、
湖
北
省
の
農
産
物
と
共
に
轍
出
・
移
出
さ
れ
る
。
そ
し

'削
U
F

て
そ
れ
ら
と
交
換
に
、
上
海
方
面
か
ら
流
入
し
た
綿
布
・
綿
糸
が
漢
口
か
ら
奥
地
へ
流
出
す
る
。
漢
口
は
ま
さ
し
く
、
世
界
市
場
に
包
掻
編
成

∞ 
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さ
れ
た
原
料
供
給
地
の
留
口
で
あ
っ
た
。

h
出

仲
買
人
た
ち
に
信
用
供
興
す
る
の
は
銭
荘
で
あ
っ
た
が
、
漢
口
の
銭
荘
の
数
は
約
百
家
と
も
言
わ
れ
た
。
銭
荘
に
は
銭
業
公
所
系
と
鎮
業
公

舎
系
の
二
種
が
あ
り

γ前
者
は
自
己
資
本
に
乏
し
く
雨
替
業
務
を
主
と
す
る
の
に
封
じ
、
後
者
は
比
較
的
運
用
資
金
側
豊
富
で
仲
買
人
に
封
す

伽川

F

h

世

る
貸
付
業
務
を
行
な
う
。
そ
の
貸
付
は
ほ
と
ん
ど
が
自
己
宛
約
束
手
形
で
あ
る
荘
票
抑
振
り
出
し
と
い
う
手
段
に
よ
る
。
清
末
の
漢
ロ
に
於
い

h
山

て
そ
の
銭
荘
か
ら
商
人
へ
の
遁
常
貸
出
穂
額
は
、
三
千
寓
南
に
上
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
個
別
資
本
が
敷
高
南
に
過
ぎ
な
い
銭
荘
の
資
金

559 
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清朝'-t央

ω

帥

供
給
源
と
し
て
、
票
読
・
官
銭
銀
披
が
あ
っ
た
。
票
競
か

八
百
首
阿
南
と
言
わ
れ

ら
銭
荘
へ
の
通
常
貸
出
総
額
は
、

刷
。
大
ま
か
に
言
う
と
、
票
競
↓
銭
荘
↓
仲
買
商
と
い
う

信
用
供
輿
の
構
造
が
流
通
を
支
え
て
い
た
と
言
え
る
。

(
票
放
の
利
率
は
通
常
月
八
%
、
銭
荘
は
月
一
二
%
程
度
で
t

ゆっ

た
訓
だ
が
総
資
本
数
十
蔦
一
隅
に
過
ぎ
な
い
漢
口
の
銭
向
に

と
っ
て
、
三
千
寓
雨
と
い
う
数
値
は
尋
常
の
も
の
で
は
な

ぃ
。
相
嘗
な
信
用
制
度
の
護
達
が
な
け
れ
ば
、
市
場
は
恒

常
的
な
信
用
不
安
を
抱
え
る
こ
と
に
な
断
。
そ
し
て
現
寅

に
漢
口
銭
荘
の
業
務
に
は
、
上
海
耀
劃
荘
と
比
べ
て
も
数

-104-

流幣

々
の
不
備
な
軸
'
が
残
さ
れ
て
い
た
。
預
金
業
務
は
ほ
と
ん

ど
瑳
達
せ
ず
、
ま
た
手
形
交
換
所
的
機
関
の
依
如
・
小
切

ゅ

手
裏
書
の
絞
如
等
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
用
制
度
は

I ~y 下

目口口←~
ト 1 I ト~~ I!ト斗

I ( 仲間 )ご
L日

L[ 
流
通
披
大
の
進
行
に
適
醸
し
得
ず
、
や
や
も
す
れ
ば
破
綻

を
露
呈
し
た
。

一
八
九
八
年
の
漢
口
大
火
の
際
の
よ
う
に
市
場
に
不
安

定
要
因
が
加
え
ら
れ
る
と
、
即
座
に
「
不
換
紙
幣
到
ル
鹿
戸

ω
 

生
ス
」
と
い
う
事
態
に
陥
り
、
流
通
停
止
朕
態
に
な
っ
た

一
九

O
三
年
の
金
融
危
機
は
ま
さ
に
起
こ
る

の
で
あ
る
。



べ
く
し
て
起
こ
っ
た
と
言
え
る
。
よ
り
強
力
な
信
用
供
輿
機
関
の
出
現
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
雁
え
た
の
が
官
銭
局
で
あ
っ
た
。

一
九

O
三
年
以
降
、
官
銭
局
は
湖
北
省
内
お
よ
び
漢
口
通
商
圏
内
の
流
通
構
造
に
不
可
依
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
園
は
、
農
民

が
仲
買
商
に
農
産
物
を
貰
却
す
る
こ
と
を
基
底
に
し
て
、
そ
の
上
に
成
立
す
る
貨
幣
の
流
れ
と
信
用
供
輿
を
、

づ
い
て
園
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九

O
三
年
以
降
の
朕
況
に
基

ま
ず
農
民
は
自
己
の
農
産
物
を
貰
却
し
て
銅
貨
を
得
る
。
そ
の
銅
貨
を
仲
買
商
は
二
経
路
か
ら
入
手
す
る
。
一
つ
は
自
分
が
口
座
を
持
っ
て

い
る
銭
荘
か
ら
、
も
う
一
つ
は
官
銭
局
か
ら
。
銅
貨
の
代
債
と
し
て
仲
買
商
は
貨
幣
相
場
に
見
合
っ
た
銀
を
支
排
う
。
ま
た
銭
荘
は
や
は
り
、

銀
を
代
慣
に
し
て
官
銭
局
か
ら
銅
貨
を
獲
得
す
る
。
な
お
多
〈
の
場
合
、
銭
荘
と
仲
買
商
と
の
聞
の
こ
の
銅
銀
交
換
は
、
信
用
供
輿
と
そ
の
返

ω
 

済
の
形
で
な
さ
れ
ゆ
官
銭
局
は
銅
銀
交
換
の
際
に
重
義
行
利
益
を
獲
得
す
る
。
こ
う
し
て
銅
貨
で
購
買
さ
れ
た
農
産
物
は
漢
ロ
に
集
中
す

る
。
漢
口
の
仲
買
商
は
農
産
物
を
洋
行
や
上
海
方
面
の
仲
買
商
に
買
却
し
、
そ
の
代
債
と
し
て
銀
を
獲
得
す
る
。
彼
ら
の
銀
は
官
銭
局
か
ら
入

ま
た
銭
荘
へ
の
預
金
や
元
利
支
梯
い
に
嘗
て
ら
れ
る
。
仲
買
商
は
農
民
だ
け
で
な
く
麓
金
局
に
省
内
関
税
と
し

ω

ω
 

て
銅
貨
を
支
排
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
遊
金
は
原
則
的
に
は
局
の
経
費
を
控
除
し
て
善
後
局
へ
迭
ら
れ
、
軍
事
費
・
行
政
費
と
な
る
。
ま
た
農
民

ω
 

が
銅
貨
で
納
め
た
田
賦
は
官
銭
局
で
銀
に
免
換
さ
れ
、
藩
庫
に
納
入
さ
れ
る
。
洋
行
な
ど
が
支
梯
う
海
開
税
は
官
銀
競
が
保
管
し
、
一
部
は
賠

ω
 

償
金
支
梯
い
と
し
て
外
園
銀
行
へ
、
ま
た
一
部
は
清
朝
中
央
へ
迭
金
さ
れ
る
。
省
政
府
は
清
朝
中
央
に
定
額
の
京
鮪
や
臨
時
軍
事
費
等
を
迭
金

州

側

同

叫

す
る
が
、

-一
般
じ
票
践
の
魚
替
を
利
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
見
返
り
の
な
い
支
梯
い
は
全
て
銀
で
な
さ
れ
る
。
な
お
票
読
・
官
銀
競
・
外
園
銀
行

の
資
金
が
一
部
銭
荘
へ
貸
し
付
け
ら
れ
る
の
は
、
相
愛
わ
ら
ず
で
あ

i

る
。

手
し
た
銅
貨
の
代
債
と
な
-り、

さ
て
こ
の
よ
う
な
構
造
に
於
て
は
、
江
漢
闘
の
出
超
が
績
く
限
り
、
銀
が
絶
え
ず
官
銭
局
へ
集
中
す
る
傾
向
が
生
ず
る
。
結
果
的
に
官
銭
局

561 

に
蓄
積
さ
れ
る
の
は
鋳
造
利
盆
分
だ
け
で
あ
る
が
、
一
九

O
三
年
に
そ
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
た
銀
元
票
が
、
少
な
く
と
も
清
末
三
年
聞
に
は
毎

川
岬

年
百
五
十
蔦
元
以
上
護
行
さ
れ
て
い
た
事
貧
は
、
こ
の
傾
向
か
ら
こ
そ
説
明
が
可
能
に
な
る
。
官
銭
局
へ
の
銀
集
中
傾
向
が
、
銀
元
票
の
免
換

不
安
を
解
消
さ
せ
た
。
つ
ま
り
農
産
物
購
買
手
段
と
し
て
の
官
銭
票
・
銅
元
の
通
用
性
が
、
銀
元
票
の
通
用
性
を
再
構
築
し
た
こ
と
に
な
る
。

-105一一
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銀
・
銅
共
に
そ
の
党
換
紙
幣
が
市
民
権
を
獲
得
し
た
こ
と
。
こ
れ
が
第
一
の
襲
草
で
あ
る
。

第
草
の
第
二
黙
は
、
銭
旺
の
貸
付
業
務
を
準
備
金
の
輯
か
ら
解
放
し
た
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
銭
票
護
行
に
よ
る
貸
付
は
現
銭
準
備
高
に
否

州
制

騒
な
く
規
制
さ
れ
た
が
、
趨
爾
巽
の
上
奏
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
銭
票
の
出
現
は
免
換
責
務
を
官
銭
票
に
轄
嫁
集
中
さ
せ
て
、
準
備
金
と
い

う
形
態
の
貨
幣
蓄
識
を
減
少
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
未
熟
な
形
態
で
は
あ
る
が
一
種
の
集
中
震
券
制
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
の
費
革
は
、
官
銭
局
が
文
字
通
り
信
用
供
興
機
関
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
官
銭
局
は
銭
荘
や
仲
買
商
に
短
期
融
責
を
行
な
い
、
金
融

ω
 

節
期
ご
と
に
襲
う
定
期
的
信
用
不
安
を
抑
え
る
機
能
を
果
た
し
始
め
た
。

こ
の
流
通
構
造
の
襲
革
は
、
省
権
力
が
直
接
金
融
機
構
維
持
に
乗
り
出
す
こ
と
も
可
能
に
し
た
。
一
九

O
八
年
十
一
月
、
漢
口
に
於
て
恰
和

利
・
恰
生
和
・
恰
和
輿
・
恰
生
隆
の
四
百
、
，
次
い
で
裕
大
昌
と
い
っ
た
有
力
銀
荘
が
倒
産
す
る
事
態
が
生
じ
た
。
そ
の
際
の
漢
口
金
融
界
の
鉄

損
額
は
四

O
O高
雨
以
上
に
上
る
と
言
わ
れ
、
商
業
取
引
に
大
打
撃
を
興
え
、
上
昇
し
つ
つ
あ
る
景
気
を
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時

総
督
陳
塑
龍
は
官
銭
局
に
救
済
措
置
を
講
.
す
る
よ
う
命
じ
、
そ
の
結
果
官
銭
局
か
ら
五

O
寓
雨
、
布
政
司
か
ら
五

O
寓
雨
計
一

O
O首
阿
南
を
嘗

同
岬

地
商
舎
に
借
り
受
け
さ
せ
、
事
態
乗
り
切
り
を
計
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
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官
銭
局
を
中
心
と
す
る
流
通
構
造
こ
そ
は
、
原
初
的
な
信
用
制
度
し
か
持
た
ぬ
う
ち
に
世
界
市
場
に
包
摂
さ
れ
た
社
舎

の
、
い
わ
ば
中
二
階
的
封
躍
の
結
果
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
中
二
階
的
封
麿
は
、
世
界
市
場
に
劃
し
て
反
作
用
を
も
た
ら
し
た
の
で

以
上
の
よ
う
な
、

あ
る
。

同
貿
易
へ
の
反
作
用
|
|
金
銀
銅
三
重
債
格
の
影
響

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
九

0
年
代
か
ら
一
九

0
0年
代
ま
で
江
漢
闘
の
職
出
入
額
は
急
上
昇
す
る
。
グ
ラ
フ

A
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一

八
九
五
年
と
一
九

O
O年
に
入
超
と
な
る
他
は
、
ほ
ぽ
一
貫
し
て
出
超
を
記
録
し
て
い
る
。
特
に
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
出
超
規
模
が
接

大
し
、
一
九
一

O
年
の
出
超
額
は
三
、

0
0
0高
雨
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
純
職
入
額
の
六

O
%に
値
す
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
単
に

農
産
物
需
要
が
増
え
た
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。



九

0
年
代
は
園
際
的
な
銀
債
下
落
期
で
あ
っ
た
。
銀
債
下
落
は
、
甲
午
賠
償
金
借
款
の
支
梯
い
に
於
い
て
中
園
側
に
大
き
な
損
害
を
輿
え
た

ゅ

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
中
園
に
と
っ
て
こ
の
事
買
上
の
卒
債
切
り
下
げ
は
、
必
ず
し
も
悪
影
響
ば
か
り
も
た
ら
し
た
も
の
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
銀
債
下
落
は
中
園
職
出
品
の
金
建
て
債
格
を
引
き
下
げ
、

そ
の
園
際
競
争
力
を
増
強
さ
せ
て
、

日
本
在
漢
口
領
事
館
は
し
ば
し
ば
そ
の
こ
と
を
報
告
し
て
い

洋
行
で
あ
れ
中
園
商
人

るowで
。あ

れ

お
よ
そ
職
出
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
有
利
な
篠
件
を
も
た
ら
し
た
。

一
九

0
0年
代
は
ど
う
か
。
銀
債
は
一
九

O
三
年
を
境
に
し
て
、
下
落
傾
向
を
止
め
て
し
ま
う
(
グ
ラ
フ

B
参
照
〉
。

そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
一
九

O
九
年
の
日
本
在
漢
口
領
事
館
報
告
で
あ
る
。
そ
の
「
銅
鏡
下
落
ト
貿
易
ノ
不
振
」
と
い
う
報
告
に
よ
る

と
、
一
園
の
日
本
製
商
品
を
職
入
す
る
場
合
、
そ
れ
に
か
か
る
運
賃
・
荷
造
費
・
関
税
等
の
経
費
が
約
一
割
、
商
人
の
利
盆
が
五
分
と
し
て
、

合
計
一
国
一
五
銭
で
漢
口
に
到
着
す
る
。
こ
れ
を
中
園
人
職
入
商
が
購
入
し
た
場
合
、
債
格
は
銀
元
に
免
せ
ら
れ
る
が
、
一
国
一
五
銭
は
銀
元

一
・
三
五
元
と
な
る
。
こ
れ
が
仲
買
商
を
経
て
大
衆
に
小
賀
さ
れ
る
段
に
は
銅
貨
建
て
の
値
が
つ
く
。
一
・
三
五
元
は
嘗
時
の
相
場
で
は
一
、

六
六

O
文
儀
で
あ
る
。
(
中
園
商
人
の
商
業
利
潤
等
は
全
て
無
視
し
た
。
〉
同
じ
作
業
を
一
九

O
三
年
の
時
黙
で
試
み
る
と
、
一
国
の
日
本
製
商
品
は

て

O
五
O
文
で
し
か
な
い
。
日
本
で
の
生
産
費
や
園
際
債
格
水
準
と
は
全
く
関
係
な
く
、
黙
っ
て
い
て
も
資
本
主
義
の
尖
兵
た
る
べ
き
轍
入

品
目
可

品
の
最
終
小
貫
債
格
は
ど
ん
ど
ん
上
昇
し
て
い
く
。
「
農
民
等
ノ
外
園
品
購
買
ハ
甚
タ
困
難
ヲ
費
ユ
ル
慮
タ
リ
。
」
と
す
る
の
は
全
く
嘗
然
で
あ

っ
た
。
果
た
し
て
そ
の
観
測
を
貿
易
額
の
上
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
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グ
ラ
フ

D
は、

一
九

O
三
年
か
ら
辛
亥
革
命
ま
で
の
江
漢
闘
に
於
け
る
主
要
縁
入
品
四
品
と
銅
塊
の
職
入
額
の
推
移
で
あ
る
。
銅
塊
の
事
は

着
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
綿
製
品
の
落
ち
込
み
で
あ
る
。
特
に
綿
糸
は
牢
分
以
下
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。

海
開
報
告
に
よ
る

除
外
し
て
、

と
、
沙
市
に
於
け
る
日
本
製
綿
糸
の
債
格
は
一
捨
三

O
、

0
0
0文
ハ
一
九

O
二
年
)
か
ら
六
八
、
四

O
O文
(
一
九
二
年
)
へ
、

川
酬

は
一
片
二
、
七
六

O
文
か
ら
八
、
三
六

O
文
へ
上
昇
し
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
が
銅
元
鋳
造
に
謝
し
て
外
商
た
ち
が
ロ
に
し
た
、
商
務
に
於
け
る

妨
害
の
賓
情
で
あ
っ
た
。
主
要
取
扱
商
品
で
あ
る
綿
製
品
の
買
上
げ
維
持
の
た
め
に
は
、
公
使
圏
を
動
か
す
ま
で
し
て
銅
債
下
落
を
食
い
止
め

ま
た
綿
布

563 
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な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
験
入
品
に
輿
え
た
影
響
は
、
検
出
品
に
劃
し
て
は
逆
の
方
向
に
作
用
す
る
は
ず
で
あ
る
。
グ

ラ
フ

E
は、

一
九

O
三
J
一
一
年
の
主
要

総
出
品
四
ロ
聞
の
検
出
額
推
移
で
あ
る
。
茶
・
胡
・蹴
・
桐
油

・
牛
皮
の
こ
の
聞
の
伸
び
は
す
さ
ま
じ
い
。

一
九
一

O
年
ま
で
の
こ
の
四
品
の
増
加

分
は
二
、

O
五

O
寓
雨
に
の
ぼ
り
、
こ
れ
は
同
年
開
の
金
総
出
増
加
分
の
約
七
五
%
に
嘗
た
る
数
値
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
湖
北
省
以
外
の

出
産
額
も
多
く
含
ん
で
い
る
が
、
こ
の
四
品
は
湖
北
省
に
於
て
も
特
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
胡
蹴
は
沙
市
・
賓
陽
を
主
集
荷
地

h川
v

h
引

と
し
、
桐
油
は
老
河
口
、
焚
城
、
牛
皮
は
孝
感
・

グラフ D
Returns 01 trade 

and tγade reportsより

布

塊銅

14 

10 

4 

n
，u
 

(
百
官
同
海
開
爾
)

6 

8 

12 

安
陸
・
宜
昌
等
を
主
集
荷
地
と
す
る
が
、
こ
れ
ら

の
地
は

ωで
述
べ
た
如
く
官
銭
票
が
主
要
な
通
貨

と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
い
た
。
茶
は
も
と
も
と
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O
九
銅
貨
と
の
密
接
な
関
係
を
言
わ
れ
て
き
た
商
品
作

。
七

物
で
あ
る
が
、
官
銭
票
は
茶
の
出
荷
に
も
便
宜
を

興
え
て
い
る
。
第
二
次
幣
制
改
革
は
聡
出
農
産
物

の
購
買
手
段
を
安
定
的
に
供
給
す
る
と
同
時
に
、

銅
貨
相
場
下
落
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
職
出
に

O
五

ω

有
利
な
僚
件
を
興
え
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
綿
布
、

綿
糸
職
入
が
落
ち
込
む
の

一九
O
三

も
、
胡
蹴
・
茶
・
桐
油
の
上
昇
が
急
に
な
る
の
も

同
じ
一
九

O
七
年
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
グ
ラ
フ

D
、
E
に
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九

O
七
年
は
ま
た



グラフ E

Returns 01 'trade and trade reportsより
16 

14 

12 

腕

10 

6 
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(
百
首
内
海
関
商
〉

グ
ラ
フ

B
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
一
時
下
落
が
お

一
九

O
三
年
以
降
上
昇

伺

8 

物
償
問
題
と
の
閥
連

さ
ま
っ
た
銅
貨
相
場
と
、

に
轄
じ
て
い
た
銀
相
場
が
そ
れ
ぞ
れ
大
幅
な
下
落

を
記
録
し
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
一
九

O

O
九
七
年
は
付
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に

漢
口
と

沙
市
・
宜
昌
と
の
聞
の
銀
銅
貨
職
出
入
の
構
造
が

O
七
韓
換
し
た
年
で
も
あ
る
。
清
末
二
十
年
聞
の
江

漢
闘
の
出
超
傾
向
に
は
、
金
・
銀
・
銅
の
三
重
債

格
制
に
よ
る
い
わ
ば
二
重
の
卒
債
切
り
下
げ
が

O
五

大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
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一
九

O
七
年
以

後
は
特
に
そ
れ
が
激
し
い
が
、

一九
O
三

大
幅
な
出
超
に

よ
る
漢
口
へ
の
銀
流
入
が
∞
の
流
通
構
造
を
支

え
る
と
い
う
因
果
関
係
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る

銅
元
鋳
造
は
濫
設
と
な
り
イ
ン
フ
レ
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
。

一
九

0
0年
代
に
於
け
る
漢
ロ
の
物
債
動
向
を
具
鐙
的
な
数
字
で
停
え
る
資

料
は
な
い
が
、
宜
昌
に
関
し
て
は
海
開
報
告
に
よ
り
大
ま
か
な
補
完
化
は
確
認
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
一
九

O
二
年
か
ら
一
九
一
一
年
ま
で
の

十
年
聞
に
嘗
地
の
米
一
石
の
債
格
は
五
、
二

O
O文
か
ら
七
、
五
三

O
文
へ
と
四
五
%
の
上
昇
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
れ
に
射
し
、
ご
く
大
雑

把
な
数
値
で
は
あ
る
が
、
大
工
・
庖
員
の
日
給
は
二
二

O
文
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
五

O
文
、
三
四

O
文
へ
、
石
工
・
鍛
冶
工
は
二

O
O文
か
ら
三

565 
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0
0文
哨
と
五
O
%
除
の
上
昇
を
見
せ
て
い
る
。
だ
が
畢
純
に
こ
れ
ら
の
上
昇
の
理
由
を
銅
元
鋳
造
に
求
め
る
の
は
誤
ま
り
で
あ
る
。
グ
ラ
フ

B
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
銅
貨
相
場
自
睦
は
低
下
し
た
と
い
っ
て
も
九

0
年
代
初
頭
の
水
準
に
回
開
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
同
じ
海
開
報
告
に
は

る
と
、
銅
銭
不
足
で
あ
っ
た
は
ず
の
一
八
九
二
年
か
ら
一
九
O
一
年
ま
で
の
聞
に
宜
昌
の
米
債
は
一
石
三
、
六
O
O
文
か
ら
五
、
二
O
O
文
へ

と
四
四
%
の
上
昇
を
見
せ
て
い
る
。

一
九

0
0年
代
と
同
程
度
の
物
債
騰
貴
が
九

0
年
代
に
於
て
己
に
現
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
九

0
年
代
の
物
債
総
貴
の
原
因
に
闘
し
て
は
二
つ
の
黙
が
指
摘
さ
れ
た
。
第
一
に
、
制
銭
騰
貴
が
私
鍔
銭
の
多
量
の
流
通
を
も
た
ら

し
、
銅
銭
全
睦
と
し
て
の
貨
幣
購
買
力
を
悪
化
さ
せ
た
こ
と
。
こ
れ
は
、
銅
元
第
造
に
よ
る
物
債
騰
貴
設
に
通
ず
る
。
第
二
に
は
、
銀
債
下
落

に
刺
激
さ
れ
た
轍
出
増
大
が
職
出
品
の
内
園
向
け
供
給
を
減
少
さ
せ
、
そ
れ
が
商
品
一
般
の
物
債
を
引
き
あ
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
一

九
0
0年
代
に
も
適
用
さ
れ
う
る
説
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
い
起
こ
す
べ
き
は
一
九
O
三
年
の
物
債
動
向
で
あ
る
。
銅
貨
不
足
の
中
で
迎
え
た

豊
作
は
銅
建
て
生
産
者
債
格
を
下
げ
る
の
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
銀
建
て
開
港
場
債
格
を
上
昇
さ
せ
た
。
仲
買
商
は
農
民
に
劃
し
そ
の
生
産
者

債
格
を
匪
縮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ま
た
外
園
人
検
出
商
も
圏
際
債
格
に
よ
る
開
港
場
債
格
の
塵
縮
が
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
見
事
な
二
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重
の
買
手
市
場
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
銀
建
て
債
格
上
昇
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
だ
け
の
強
い
職
出
吸
引
が
控
え
て

い
た
。
第
一
黙
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
私
盛
岡
銭
の
増
大
も
職
出
吸
引
に
よ
る
購
買
手
段
不
足
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
聡
出
吸
引
に
よ

る
圏
内
供
給
不
足
傾
向
と
い
う
要
因
を
無
視
し
て
、
悪
貨
鋳
遣
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
論
の
み
が
強
調
さ
れ
る
と
、
こ
の
時
期
の
物
債
動
向
が
有
す

る
歴
史
的
背
景
を
捨
象
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

....... 
1¥ 

幣
制
改
革
の
意
義
と
省
権
力

そ
の
た
め
に
生
じ
た
流
通
抜
大
に
割
腹
す
る
た
め
に
は
、

ぃ
。
流
通
過
程
の
問
題
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
は
貨
幣
の
貴
金
属
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
流
通
手
段
が
寅
鐙
貨
幣
か
ら

債
値
章
標
へ
と
穂
換
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
第
一
次
幣
制
改
革
の
失
敗
は
、
債
値
章
標
を
確
立
す
る
た
め
の
一
つ
の
教
訓
を
示
す
も
の
で

世
界
市
場
に
包
掻
さ
れ
た
祉
舎
が
、

い
く
つ
か
の
解
放
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な



あ
る
。
清
末
の
中
園
祉
舎
に
於
て
債
値
章
標
が
市
民
擢
を
得
る
た
め
の
要
件
は
、
そ
れ
が
ま
ず
最
初
に
、
あ
ら
ゆ
る
貰
買
連
鎖
の
先
端
に
位
置

す
る
小
農
民
劃
し
通
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
官
銭
票
は
そ
の
祉
曾
需
要
に
雁
え
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
信
用
制
度
全
鐙
が
狭
小
な
封
入
信
用
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
銭
荘
の
全
業
務
は
ま
さ
し
く
封
入
信
用
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
祉
舎
に
於
け
る
高
利
貸
資
本
の
集
積
の
不
充
分
さ
の
結
果
で
あ
る
。
閉
鎖
さ
れ
た
信
用
供
興
機
関
で
は
な
く
、
社
舎
に

開
放
さ
れ
た
信
用
供
輿
機
闘
が
必
要
で
あ
っ
た
。
清
末
湖
北
省
に
於
て
は
、
官
銭
票
と
い
う
事
責
上
唯
一
の
免
換
紙
幣
を
掌
握
す
る
官
銭
局
が

そ
の
責
務
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。

省
を
基
盤
と
す
る
債
値
章
標
の
成
立
は
特
に
そ
の
免
換
幣
が
銅
元
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
省
を
越
え
た
都
市
聞
の
決
済
手
段
で
あ
る
銀
貨
の

流
通
と
矛
盾
し
、
統
一
幣
制
そ
し
て
園
民
経
済
形
成
に
一
定
の
障
害
と
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
近
代
幣
制
に
於
て
優
先
さ
れ
る
べ
き

は
貴
金
属
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
債
値
章
標
が
成
立
す
る
基
盤
が
一
旦
形
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
位
問
題
は
い
わ
ば
技
術
的
問
題
と
な
る
。
雑

種
幣
制
と
い
う
貨
幣
的
牢
植
民
地
獄
況
の
下
で
、
限
地
的
で
は
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
統
一
的
幣
制
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
将
来
の
貨
幣
主
権

樹
立
の
基
礎
と
な
り
う
る
。
銅
本
位
的
現
象
を
直
裁
に
後
進
的
と
評
慣
す
る
こ
と
は
、
張
之
洞
が
嘗
初
犯
し
た
金
属
主
義
的
誤
謬
を
繰
り
返
す
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こ
と
で
あ
る
。

清
末
に
於
け
る
官
銭
局
の
設
立
と
免
換
紙
幣
の
護
行
は
、
各
省
に
共
通
す
る
施
策
で
あ
る
。
そ
の
中
で
湖
北
省
が
少
な
く
と
も
一
九
一

0
年

代
牢
ば
ま
で
は
官
銭
票
の
信
用
を
維
持
で
き
た
の
に
は
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
宿
銭
票
を
受
け
入
れ
る
民
聞
の
信
用
制
度
の
震

達
程
度
の
問
題
で
あ
る
。
官
票
に
よ
る
私
票
の
駆
逐
は
湖
北
省
以
外
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
民
間
金
融
機
関
が

官
票
の
通
用
力
を
自
己
の
業
務
抜
大
の
た
め
に
有
数
に
利
用
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ
の
貼
漢
口
の
銭
荘
は
な
お
機
能
的
不
備
を
有
す
る
と

は
言
え
、
三
千
高
南
と
も
言
わ
れ
る
信
用
供
輿
を
可
能
と
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
信
用
供
輿
を
補
強
抜
大
す
る
こ
と
が
官

銭
票
の
本
来
的
使
命
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
こ
に
は
江
漢
闘
の
出
超
に
よ
る
漢
口
へ
の
銀
の
集
積
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
官
接
局
の
免
換
準
備

不
安
を
軽
減
さ
せ
た
。
ま
た
漢
口
の
銅
貨
相
場
の
相
劃
的
高
値
に
よ
る
漢
口
へ
の
決
済
の
集
中
は
、
官
銭
局
分
局
の
免
換
準
備
不
安
を
解
消
さ

567 
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せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
篠
件
の
有
無
が
各
省
の
幣
制
改
革
の
成
否
を
規
定
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
湖
北
省
に
於
て
も
、

九
一

0
年
代
後
宇
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
る
茶
市
場
喪
失
に
よ
り
聡
出
が
伸
び
悩
み
、

そ
れ
と
同
時
に
銅
元
・
官
銭
票
の
信
用
も
動
接
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
九
二
一
年
に
は
二
、

七
四

O
高
商
の
入
超
と
な
っ
た
が
、

以
上
に
於
て
述
べ
た
官
銭
局
を
基
軸
と
す
る
幣
制
改
革
は
、
ま
さ
し
く
二
十
世
紀
初
頭
に
特
有
の
現
象
と
し
て
現
わ
れ
た
。
世
界
史
の
帝
園

主
義
期
へ
の
移
行
は
中
園
祉
舎
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
賠
償
金
借
款
返
債
と
近
代
的
軍
備
準
備
を
中
心
と
す
る
新
政
費
用
は
中
央
な
ら
び

に
省
政
府
に
財
政
膨
脹
を
除
儀
な
く
さ
せ
、
様
々
に
税
牧
封
象
を
追
求
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
権
力
主
鐙
に
と
っ
て
通
貨
政
策
の
直
接
的
動
機

は
、
あ
く
ま
で
財
政
補
填
の
た
め
の
臨
時
的
な
築
造
利
盆
獲
得
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
だ
が
一
方
で
内
陸
部
を
含
め
た
世
界
市
場
へ
の

包
振
は
、
流
通
構
造
の
蟹
革
を
必
然
に
し
、
そ
れ
は
幣
制
問
題
と
し
て
表
面
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け

て
の
中
園
祉
曾
は
、
銀
幣
に
よ
る
封
外
的
か
つ
形
式
的
な
統
一
幣
制
樹
立
よ
り
も
、
債
値
章
標
確
立
に
よ
り
、
流
、
通
撲
大
に
主
鐙
的
に
封
臆
し

て
い
く
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
が
銅
元
・
官
銭
票
の
一
般
的
流
通
手
段
と
し
て
の
確
立
で
あ
る
。
銅
元

・
官
銭
票
は
農
産
物
購
買
手
段
と

--'-112:ー

し
て
充
分
に
機
能
し
、
市
場
か
ら
孤
立
し
た
小
農
を
開
港
場
経
済
に
ま
き
こ
ん
で
ゆ
く
。
幣
制
改
革
は
農
産
物
職
出
促
進
政
策
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
流
通
構
造
と
信
用
制
度
は
、
社
舎
に
於
け
る
生
産
手
段
の
集
積
を
前
提
に
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
自
盟
は
箪
な
る
流
通
経
費
節
減

の
た
め
の
雁
急
措
置
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
そ
の
中
二
階
的
封
底
の
下
で
こ
そ
資
本
集
積
進
行
の
た
め
の
篠
件
が
輿
え
ら
れ
た
。
銅
貨

供
給
の
過
剰
傾
向
は
農
産
物
の
商
品
化
率
を
高
め
る
と
同
時
に
、
銅
貨
相
場
下
落
に
よ
り
生
じ
る
銀
建
て
開
港
場
債
格
と
銅
建
て
生
産
者
債
格

の
差
額
を
、
仲
買
商
の
利
潤
と
化
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
千
三
百
文
相
嘗
の
銀

一
元
よ
り
も
銅
貨
千
文
の
支
梯
い
を
好
む
小
農
の
開
港
場
市

場
か
ら
の
孤
立
性
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。
ま
た
総
出
農
産
物
の
増
大
は
そ
の
代
債
と
し
て
の
銅
貨
の
農
村
流
入
量
を
増
加
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ

る
貨
幣
蓄
積
の
可
能
性
も
否
定
し
得
な
い
が
、
相
封
的
に
過
剰
と
な
っ
た
銅
貨
で
都
市
商
品
を
購
入
す
る
際
、
今
度
は
仲
買
商
側
の
頁
り
手
市

場
と
な
り
や
す
い
。
第
二
次
幣
制
改
革
は
農
民
と
仲
買
商
と
の
聞
の
不
等
債
交
換
を
強
い
る
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
時
代
人
に
よ



り
論
じ
ら
れ
た
小
工
小
農
の
疲
弊
は
そ
の
意
味
で
把
え
る
べ
き
で
あ
り

そ
れ
は
ま
さ
し
く
仲
買
商
に
よ
る
責
本
蓄
積
の
裏
面
な
の
で
あ
っ

哨
叫

た
。
そ
し
て
そ
の
商
業
資
本
の
一
部
は
農
産
物
加
工
業
を
中
心
と
す
る
産
業
資
本
に
轄
化

U
、
「
工
業
都
市
」
武
漢
を
形
成
す
る
基
礎
と
な
る

の
で
あ
る
。

幣
制
改
革
が
も
た
ら
す
流
通
披
大
と
商
業
資
本
集
積
は
、
開
接
的
に
は
流
通
税
・
消
費
税
の
増
大
と
な
っ
て
省
財
政
に
反
作
用
を
加
え
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。

以
上
検
討
し
た
清
末
湖
北
省
に
於
け
る
幣
制
改
革
を
め
ぐ
る
諸
側
面
は
、
省
権
力
が
資
本
集
積
促
進
機
構
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
清
末
か
ら
辛
亥
革
命
を
経
て
軍
閥
政
府
へ
と
展
開
す
る
園
家
権
力
の
分
省
化
傾
向
は
、
世
界
市
場
に
よ
る
本
格
的
包
揖
に
封
麿
す
る
商
業

資
本
集
積
車
位
と
し
て
の
省
の
濁
立
現
象
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
政
治
的
強
制
装
置
の
側
面
の
み
に
特
化
し
た
公
擢

力
論
で
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
歴
史
的
性
格
で
あ
る
。
あ
え
て
「
経
済
装
置
と
し
て
の
省
擢
力
」
と
名
づ
け
た
所
以
で
あ
る
。
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註ω
梁
感
超
「
各
省
濫
渡
銅
元
小
史
」
宣
統
二
年
、
財
政
部
泉
幣
司
編
『
幣

制
実
編
』
第
六
編
、
二
七
九
|
八
六
頁
。

ω
「
名
雄
蛍
十
、
貧
営
二
耳
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『
東
方
雑
誌
』
三
|

四
「
論
銅
国
充
斥
病
園
病
民
不
可
不
急
繁
挽
急
之
法
」
〈
中
外
日
報
よ
り

鶴
載
〉
。
金
属
債
値
に
つ
い
て
は
四
章
に
て
述
べ
る
。

ω
通
貨
政
策
を
「
陰
狼
悪
毒
的
手
段
」
と
し
た
貌
建
猷
『
中
園
近
代
貨
幣

史
』
(
一
九
五
五
年
〉
が
代
表
的
事
著
で
あ
る
。

ω
古
く
は
鈴
江
言

一
『
支
那
革
命
の
階
級
制
到
立
』
(
一
九
三

O
年
、
改
訂

『
中
園
革
命
の
階
級
制
割
立
』
一
九
七
五
年
〉
の
講
座
波
的
見
解
。
新
し
く

は
陳
±
語
『
軍
紳
政
権
近
代
中
図
的
軍
閥
時
期
』
(
一
九
七
九
年
〉
の

源
閥
論
。

-113ー

ω
銅
元
問
題
を
、
清
朝
封
建
統
治
と
帝
園
主
義
の
結
合
と
し
て
の
般
市
制
借

款
へ
の
階
梯
と
し
て
把
え
た
張
振
恩
「
清
末
十
年
間
的
幣
制
問
題
」
(
『
近

代
史
研
究
』
一
九
七
九
|
て
二
四
九
|
八
七
頁
)
が
唯
一
の
専
論
と
い

っ
て
よ
い
。

銅
元
一
般
に
つ
い
て
は
、
「
中
園
に
於
け
る
軽
質
銅
元
問
題
」
『
滴
銭
調

査
資
料
』
第
十
集
(
一
九
二
四
年
〉
、
何
・
関

g
p
吋
宮
内
号
、
3
3
2ベ

n
F
S
F
S
N
m
-
(宮
下
忠
雄
-
霧
『
カ
ン
支
那
遜
貨
論
』
〉
伊
豆

E
P
。。唱-

M
V

耳
目
品
。
0
3
0円。。
g
m
m
m
-
uハ
〈
口
円
玄
色
。
自
の
F
5
2
0
。。
3
0
ユロ

の
0
5白
問
。
・
(
邦
誇
第
一
篤
第
二
章
〉
が
詳
し
い
。
た
だ
一
九
一

0
年
代
後

牢
か
ら
二
0
年
代
に
か
け
て
の
紋
況
に
基
づ
く
評
債
と
し
て
把
え
る
べ
き

部
分
が
多
い
。
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ω
一
九

O
二
年
の
マ
ッ
ケ
1
傑
約
に
よ
る
中
園
へ
の
統
一
幣
制
制
定
の
義

務
づ
け
、
ア
メ
リ
カ
人
ゼ
ン
ク
ス
数
授
の
金
為
替
本
位
制
導
入
提
唱
は
そ

の
現
わ
れ
で
あ
る
。

明
石
田
輿
卒
『
満
洲
に
お
け
る
植
民
地
経
済
の
史
的
展
開
』
(
一
九
六
四

年
)
は
東
北
地
方
に
於
け
る
通
貨
問
題
を
再
生
産
的
経
済
循
環
の
問
題
と

し
て
総
括
的
に
把
え
た
極
め
て
示
唆
的
な
著
作
で
あ
る
。
同
じ
く
東
北
地

方
に
闘
し
、
一
九
二

0
年
代
に
於
け
る
財
政

・
金
融
問
題
を
経
済
欣
況
と

の
関
連
で
把
え
た
も
の
に
西
村
茂
雄
「
一
九
二

0
年
代
東
三
省
地
方
権
力

の
崩
潰
過
程
財
政
・
金
融
問
題
を
中
心
に

l
」
(
『
大
阪
外
因
語
大
事
象

報
』
第
二
五
経
〈
文
化
編
〉
、
一
九
七
一
年
)
が
あ
る
。

的
同
時
期
の
上
海
江
海
闘
の
総
輸
出
入
額
の
成
長
率
が
年
卒
均
五
・
一
%

に
封
し
江
漢
闘
は
八
・
八
%
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
の
数
値
の
落
ち
こ

み
は
、
辛
亥
革
命
勃
援
に
よ
り
質
賃
九
ヶ
月
分
の
貿
易
額
し
か
-
記
録
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
グ
ラ
フ

A
は
純
貿
易
額
を
示
し
た
も
の
で
、
再

輸
出
額
は
除
か
れ
て
い
る
。

制
張
之
洞
が
湖
庚
総
督
と
し
て
と
っ
た
殖
産
興
業
政
策
に
関
し
て
は
、
曾

国
三
郎
「
湖
北
省
に
於
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
」
(
『
史
皐
研
究
』
一
一
一

て
一
二
二
合
併
践
、
一
九
七
四
年
)
参
照
。
張
之
洞
の
農
業

・
手
工
業

振
興
政
策
を
、
開
港
場
を
集
散
市
場
と
す
る
商
品
生
産
に
農
民
を
を
込
む

志
向
を
有
す
る
も
の
と
す
る
曾
田
氏
の
見
解
は
、
筆
者
の
見
解
と
一
致
す

る。

帥
「
考
査
銅
幣
大
臣
摘
|
考
査
各
省
銅
元
鋳
造
情
形
」
光
緒
三
十
三
年
五

月
初
八
日
、
『
中
園
近
代
貨
幣
史
資
料
』
第
一
緒
清
政
府
統
治
時
期
、
二

七
九
|
八
六
頁
。
本
資
料
は
戸
部
楢
案
を
中
心
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
他
で
は
見
ら
れ
な
い
資
料
を
か
な
り
含
む
。
以
下
『
資
料
』
と
略

す。ω
張
之
洞
は
着
任
後
ま
も
な
く
に
し
て
、
湖
北
省
に
於
け
る
制
銭
の
飲
乏

-
私
鋳
銭
の
横
行
の
深
刻
な
事
態
を
認
識
し
、
そ
の
何
ら
か
の
改
革
の
必

要
性
を
述
べ
て
い
る
。
彼
が
光
絡
十
六
年
間
二
月
一
日
に
出
し
た
左
記
の

「
札
司
道
禽
議
銭
法
」
(
『
張
文
裂
公
金
集
』
公
膿
一
て
以
下
『
全
集
』

と
略
す
〉
は
そ
の
後
彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
幣
制
問
題
関
係
の
上
奏
の
原

型
を
な
し
て
い
る
。

照
得
湖
北
全
省
商
民
生
計
、
近
来
頗
形
粛
索
。
推
究
所
由
、
固
因
商
務

滅
色
、
水
災
迭
告
、
而
制
銭
日
少
、
亦
其
一
端
。
査
郡
省
向
章
各
州
豚

徴
牧
了
漕
、
及
各
局
抽
牧
盤
金
堕
課
、
大
卒
皆
用
制
銭
交
納
。
毎
年
需

用
之
数
甚
鉦
。
自
同
治
以
来
、
演
銅
不
旺
、
各
省
鼓
銭
多
停
。
青
銅
剣

銭
本
己
日
牢
日
珍
。
加
以
私
鈴
外
耗
。
雨
弊
交
乗
、
以
致
現
銭
愈
形
短

紋
。
一
則
好
徒
倣
法
射
利
、
改
鈴
小
銭
。
一
則
漢
口
沙
市
銅
器
鋪
、
素

多
率
皆
鼓
銭
、
以
造
銅
様
、
以
及
一
切
不
急
之
物
。
設
銭

一
一
縮
、
獲
利

三
倍
。
-

以
上
の
内
容
は
後
出
の

「請
鋳
銀
元
摺
」
に
於
て
も
見
ら
れ
る
。

M

W

H

E
宮
ユ
巳
玄
司
王
目
。
。
5
H
O
自国

-
U
R
S冶
haHN
』

N

e

。、
h
h
』

U
Sー
と
・

〈
。

-
-
Y
Z
E
r
o
d司司・
ω
印
。
・
以
下

U
R
Sミ
ミ
と
略
す
。

帥
前
掲
「
札
司
道
饗
議
銭
法
」
。

M
W

『
士
又
一
那
経
済
全
書
』
第
一
輯
、
第
五
編
物
債
、
二
五
五
頁
に
も
同
様
の

記
述
あ
り
。
以
下
『
全
書
』
と
略
す
。
本
書
は
、
東
亜
同
文
書
院
生
に
よ

る
第
一
期
か
ら
第
四
期
ま
で
の
現
地
調
査
報
告
で
あ
る
。
後
で
引
用
す
る

『清
図
商
業
慣
習
及
金
融
事
情
』
も
同
様
。
『
支
那
省
別
全
誌
』
は
第
五

期
か
ら
第

一
六
期
ま
で
の
調
査
に
よ
る
。

帥
中
園
茶
は
一
八
七

0
年
代
に
は
園
際
市
場
の
八
六
%
を
供
給
し
て
い
た

-114ー
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が
、
十
九
世
紀
末
に
は
二
五
%
を
供
給
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
そ
の

中
で
中
園
茶
の
主
要
な
販
路
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ロ
シ
ア
へ
繁
わ
っ
て
い
っ

た。

U
R
S富
民
主
也
S
ーロ・〈。
--r
出
g
r
o
d
F
司

-ub-

制
湖
北
省
に
於
け
る
最
も
重
要
な
茶
生
産
地
、
羊
棲
洞
の
製
茶
家
た
ち

は
、
粗
紅
茶
を
一
斤
百
五
六
十
文
で
買
い
入
れ
、
製
茶
努
働
者
に
一
日
百

文
か
ら
百
六
十
文
の
肱
百
貨
を
排
う
。
ま
た
製
茶
し
た
商
品
の
漢
口
へ
の
運

賃
は
百
箱
に
附
き
三
・
四
串
文
で
あ
る
。
遊
金
税
は
五
十
斤
毎
三
百
文
。

全
て
銅
銭
が
支
排
い
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
『
支
那
省
別
全
誌
』
、
第
九

轡
湖
北
省
五
一
二
六
|
八
頁
。
以
下
『
全
誌
』
と
略
す
。

肋
『
全
集
』
電
奏
七
。
「
致
線
署
」
光
緒
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日
亥
刻

夜、
沿
江
各
省
銭
債
奇
貴
。
都
商
茶
市
在
師
。
需
銭
銃
多
、
銭
債
尤
阜
県
。
商

民
大
困
、
市
面
憧
擾
。

張
之
洞
も
銅
銭
と
茶
市
場
の
密
接
な
関
係
を
意
識
し
て
い
た
。

帥
『
全
書
』
第
一
輯
、
第
七
編
財
政
、
九
三
八

l
七
六
頁
に
記
載
さ
れ
て

い
る
光
緒
二
十
九
年
十
二
月
戸
部
編
「
各
省
歳
入
表
」
に
よ
る
(
周
栄

『中
園
財
政
論
綱
』
(
宣
統
三
年
〉
や
『
東
方
雑
誌
』
五
|
十
に
も
同
様

の
表
あ
り
)
。

湖
北
省
の
光
緒
二
十
八
年
(
海
関
税
牧
よ
り
剣
断
)
の
歳
入
合
計
は
銀

四
、
七

O
五
、
三
一
一
一
問
、
銭
三
、
六
九
九
、
二

O
六
串
。

張
之
洞
の
上
奏
に
於
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
銅
銭
に
よ
る
徴
税
が
多
い

と
い
う
指
摘
を
数
値
で
反
映
し
て
い
る
。

帥
『
全
集
』
奏
議
三
一
一
一
「
請
鈴
銀
元
摺
」
光
絡
十
九
年
八
月
十
九
日
、

抑
制
照
湖
北
省
銀
江
院
上
波
、
地
嘗
南
北
要
衡
。
漢
口
宜
昌
粂
肇
洋
通
商

b
岸
、
商
頁
雲
集
、
用
銭
最
庚
。

「
札
司
道
箸
議
銭
法
」
の
時
と
は
遠
い
、
遁
商
の
愛
展
に
よ
る
銅
銭
需

給
逼
迫
、
と
い
う
認
識
を
持
ち
は
じ
め
て
い
る
。
ま
た
・
次
の
よ
う
に
事
態

は
進
行
し
て
い
た
。

大
率
湖
北
各
府
州
豚
城
郷
市
銀
、
不
惟
制
銭
短
候
、
即
粗
悪
薄
小
之
現

銭
亦
甚
不
多
。
惟
以
一
一
紙
空
虚
銭
僚
、
互
相
指
抵
。
民
間
深
以
信
用
音
、

而
無
如
之
何
。
遁
省
情
形
相
向
。

私
鋳
銭
す
ら
不
足
気
味
で
、
銭
富
田
の
類
が
流
通
し
て
い
た
。

帥
張
之
洞
来
都
以
前
の
光
緒
十
三
年
四
月
に
於
て
湖
北
省
政
府
は
前
年
十

二
月
の
総
督
裕
放
の
上
奏
に
基
づ
き
ハ
『
湖
北
通
士
山
』
経
政
十
銭
法
)
賓

武
局
に
制
銭
鋳
造
を
再
開
さ
せ
た
が
輸
入
銅
債
格
の
高
騰
の
た
め
、
一
年

後
に
は
鋳
造
を
停
止
し
た
。
『
資
料
』
五
七

O
頁
。
「
湖
康
総
督
裕
稼
等

摺
|
報
告
貧
武
局
鋳
銭
工
本
及
因
洋
銅
債
増
暫
行
停
煉
」
光
緒
十
四
年
六

月
二
十
二
日
。

帥
『
全
集
』
奏
議
二
六
「
洋
商
附
録
銀
元
請
旨
開
緋
摺
」
光
緒
十
五
年
八

月
初
六
日
。

五
種
類
の
試
鋳
の
銀
元
を
光
緒
帝
に
迭
っ
て
い
る
。

伺

E
・
カ
ン
な
ら
び
に
宮
下
忠
雄
氏
は
、
中
園
得
制
近
代
化
の
設
端
を
こ

の
張
之
洞
に
よ
る
機
械
鋳
造
開
始
に
求
め
て
い
る
。

E
-
カ
ン
、
前
掲
書

邦
誇
一
七
頁
。
宮
下
忠
雄
『
中
園
幣
制
の
特
殊
研
究
』
(
一
九
五
二
年
)

四
七
頁
。

帥
『
全
集
』
奏
議
一
九
「
試
銘
銀
元
片
L

光
絡
十
三
年
正
月
二
十
四
日
。

帥

一

九

O
四
年
、
ゼ
ン
ク
ス
教
授
の
金
魚
替
本
位
制
導
入
案
に
激
し
く
劉

立
し
た
彼
は
、
あ
く
ま
で
銀
本
位
制
を
目
指
す
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
本

位
幣
と
し
て
中
園
固
有
の
度
量
衡
に
基
づ
く
一
一
間
銀
幣
を
採
用
す
る
こ

と
を
勧
め
、
貸
際
に
湖
北
省
に
於
て
鋳
迭
を
開
始
す
る
。
『
全
集
』
奏
議
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六
三
「
試
鈎

一
一悶
銀
幣
片
」
光
緒
三
十
年
八
月
十
六
日
。

帥
前
掲
「
請
鋭
銀
元
摺
」
。

伺

『

全

集
』
奏
議
四
一
「
銭
幣
宜
由
官
銘
母
庸
招
商
片
」
光
緒
二
十

一
年

十
二
月
二
十
二
日
、

再
縦
惟
銭
幣
鴛
図
家
大
政
、
一
園
有
一
園
之
様
、
卸
一
園
有
一
図
之
銭
、

従
不
准
彼
図
之
銭
行
於
此
図
。
而
外
洋
媛
西
寄
小
図
録
元
乃
充
斥
於
中

園
、
初
行
沿
海
省
分
、
近
且
流
及
内
地
、
殊
輿
図
偉
内
政
大
有
関
附
摘
。

自
非
盃
行
自
造
、
不
足
以
便
民
用
而
挽
利
櫛
。

帥
前
回
調

「請
鎗
銀
元
摺
」
、

所
有
湖
北
省
各
局
よ
ト
鐙
金
騨
課
、
均
准
商
民
一
律
用
銀
元
交
納
、
支
援

官
款

一
位
酌
量
搭
用
。
倶
按
脳
…
蛍
時
洋
銀
市
債
核
算
。
沿
江
沿
海
各
省

口
山
芹
及
内
地
商
民
、
准
其
輿
庚
東
銀
元
一
種
行
用
、
一
切
聴
其
自
然、

事
不
勉
強
。
至
簿
解
京
協
各
銅
、
向
用
紋
銀
者
、
の
用
紋
銀
。
目
前
興

制
銭
相
輔
而
行
。
既
可
以
揖
町
民
困
、
亦
可
保
利
権
。
似
潟
救
時
急
務
。

同

『

全

集
』
奏
議
三
八
「
進
呈
湖
北
新
鋭
銀
元
並
批
判叫
行
用
緋
法
摺
」
光
絡

二
十
一
年
間
五
月
二
十
七
日
、

其
各
口
岸
及
内
地
完
税
納
館
、
壁
交
納
各
項
官
款
、
倶
准
以
官
鈴
大
小

銀
元
徹
納
、
按
照
市
債
核
算
。
経
枚
之
関
道
州
鯨
委
員
、
如
向
解
紋
銀

者
、
自
易
紋
銀
解
庫
、
如
向
解
洋
銀
者
、
即
以
銀
元
解
庫
。
其
態
如
何

補
卒
補
水
、
各
庭
自
有
通
行
市
債
、

事
不
抑
勤
。
(
傍
貼
筆
者
)

卒
は
椴
衡
、
水
は
打
歩
で
あ
る
。

註
伺
に
同
じ
。

前
掲
「
進
呈
湖
北
新
鋳
銀
元
並
繁
行
用
緋
法
摺
」
。

む
2
2ミ
ミ
-

H

白
足
|
』

U
E・
〈
。

--yzsrod匂司・
ω8
・
に
依
る
。

『
全
集
』
電
膿
六
一
二
、
「
致
戸
部
」
光
緒
二
十
八
年
九
月
二
十
九
日
午

帥帥倒

刻
夜
、

郡
局
官
款
脳
同
大
小
銀
元
、
統
合
大
元
、
計
、
光
緒
廿
五
年
鋳

一
百
五
十

四
高
二
千
二
百
五
十
五
元
、
サ
六
年
一
百
六
十
五
高
九
千
三
百
九
十
三

元
零
、

廿
七
年
一
百
二
十
一
高
四
千
五
百
八
十
八
元
。
機
力
所
出
本
不

止
此
、
因
無
款
不
能
多
鋳
之
故
。
査
鋳
大
元
無
甚
盈
除
、
鈴
数
多
則
向

敷
工
本
局
用
、
鋭
敏
過
少
則
有
時
魁
本
。
若
獲
利
全
在
小
元
。
(
傍
鈷

筆
者
)

枚
数
は
り
町
内

3
3芯

N

河
内
、
。
ミ
同
に
比
べ
て
低
い
。
お
そ
ら
く
は
海
閥

報
告
の
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
多
量
の
夜
行
枚
数
を
報
告
す
る
こ
と

は
、
そ
れ
に
よ
り
差
金
の
存
在
を
戸
部
に
知
ら
し
め
、
京
飼
増
援
の
財
源

と
み
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
ま
た
小
一
冗
の
方
が
差
盆
が
大

き
い
と
い
う
張
の
報
告
と
、
海
開
報
告
に
み
ら
れ
る
小
元
の
急
増
が
、
符

合
す
る
。

一
九

O
O年
は
大
元
(
一
元
〉
五
六
七
、
七
二
七
元
に
封
し
小

元
(
一
角

・二
角〉

二
、
九
九
一
、
九
六

O
元
で
あ
る
。

伺
帥
『
全
集
』
奏
議
四
五
「
設
立
官
銭
局
片
」
光
緒
二
十
三
年
正
月
十
二

ロμ

、再
湖
北
省
銭
少
債
昂
、
商
民
交
困
、
雌
議
設
燈
購
機
鼓
鎌
一
時
、
駿
難

即
有
現
銭
供
用
。
至
行
用
銀
元
、
本
以
輔
制
銭
之
不
足
。
而
民
閲
持
向

銭
広
易
銭
、
毎
震
好
商
所
抑
粉
、
以
致
銭
債
の
不
能
卒
。
査
従
前
各
州

豚
解
徹
丁
漕
銭
文
、
皆
在
各
銭
庖
易
銀
上
免
。
於
是
制
銭
事
的
銭
庖
、

該
商
途
得
以
箆
債
居
奇
。
臣
等
輿
司
道
熱
商
、
惟
有
設
立
官
銭
局
、
製

缶
周
銭
票
銀
元
票
、
精
加
刊
印
:
:
:
遁
行
湖
北
省
内
外
、
此
票
輿
現
銭

一

律
通
行
、
准
其
完
納
了
漕
轄
血
税
c
凡
州
豚
丁
漕
向
来
以
銭
赴
省
易
銀
者
、

概
令
由
官
銭
局
易
銀
上
免
。
創
以
此
銭
供
民
間
持
現
銀
及
官
票
来
局
換

銭
之
需
。
民
間
来
局
換
銭
者
、
概
照
市
債
。
銭
面
市
以
制
銭
一
千
文
震
一
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張
、
銀
元
票
以
大
銀
圏
一
元
震
一
張
。

前
掲
「
設
立
官
銭
局
片
」
、

現
叉
於
漢
口
設
一
分
局
、
以
資
推
庚
。
行
之
牟
年
、
倫
無
弊
端
。

伺
『
全
集
』
奏
議
四
五
「
饗
設
鋳
銭
局
摺
」
光
緒
二
十
三
年
正
月
十
二

ロH

。匂
内
尽
き
宮
内
に
よ
る
と
開
局
は
翌
年
。

M
W
U
R
S誌
と
・
』
白
川
MNlHUE-
〈。
-
-
r
Z
E
r
o
d弓唱・
8
印-

MW

『
全
集
』
公
勝
一
九
「
札
司
局
支
愛
官
款
改
用
銀
元
」
。

帥
M
W

『
全
集
』
公
膿
一
九
、
「
札
藩
司
鶴
筋
各
属
行
用
銀
元
票
」
光
緒
二

十
八
年
四
月
十
六
日
、

開
鋳
銀
元
、
行
用
己
久
、
工
精
色
足
、
商
民
稽
使
。
旋
因
制
銭
絞
乏
、

銀
元
亦
不
敷
周
鱒
。
:
:
:
旦
漢
口
鎖
措
彩
菌
剤
盛
行
、
各
款
需
用
銀
元
更

鈍
:
:
:
弦
特
終
前
項
銀
元
票
、
設
給
官
銭
局
内
編
列
字
鋭
、
加
蓋
圃
記
、

奥
官
銭
票
相
輔
而
行
、
按
照
銀
元
市
債
折
合
銀
銭
。
准
其
完
納
丁
漕
関

税
堕
課
益
金
土
税
膏
摘
及
一
切
掲
款
各
官
項
。
並
筋
武
漢
官
銭
局
、
凡

持
此
票
呈
級
官
項
、
及
免
取
銀
元
者
、
即
由
該
局
一
律
照
的
拡
免
税
匹
、
勿

得
阻
滞
。
惟
此
票
係
属
創
行
、
特
恐
各
関
よ
ト
州
鯨
及
遠
近
商
頁
不
能
周

知
。
:
:
:
筋
該
州
鯨
出
一
示
隣
稔
地
方
嘗
商
銭
業
及
百
貨
庖
舗
、
務
照
官

銭
票
一
鐙
行
使
。

帥
『
通
商
品
提
纂
』
一
七
四
続
。

帥
『
通
商
品
某
纂
』
二
三
七
務
、
「
漢
口
通
貨
事
情
一
般
」
。

帥
註
叫
に
同
じ
。

帥
阿
川
開
『
遁
商
品
某
纂
』
明
治
三
十
六
年
一
一
一
四
競
「
漢
口
ニ
於
ケ
ル
銅
銭
ノ
騰

貴」。

帥
勺
ぬ
町
内
S
E
N
-
H
U
B
-ロ
・
〈
OH・
H
-
z
s
z
d
q
M
M・ω
印。・

帥

帥
『
遜
商
業
纂
』
明
治
三
十
六
年
五
六
貌
「
漢
口
金
融
界
ト
輸
出
ノ
現

況」。

帥

九

0
年
代
は
ア
ジ
ア
諸
圏
が
金
本
位
制
あ
る
い
は
金
魚
替
本
位
制
へ
移

行
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
九
三
年
イ

γ
ド
、
九
七
年
日
本
、
一
九

O
二
年

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
ィ
、
マ
レ
l
聯
邦
、
海
峡
植
民
地
。

同
グ
ラ
フ

B
参
照
。
一
九

O
二
年
は
十
年
前
と
比
べ
て
六
七
%
の
下
落
で

あ
る
。

帥
『
遁
商
品
県
纂
』
明
治
三
十
六
年
一
六
披
「
漢
口
新
棉
出
荷
ノ
減
少
ト
使

用
衡
器
並
取
引
習
慣
」
。

倒
『
通
商
品
提
纂
』
明
治
三
十
六
年
六
時
抗
「
漢
ロ
新
茶
績
報
」
。
な
お
同
年

の
中
園
産
の
緑
茶
の
輪
出
債
格
は
一
捨
二
七
・
七
二
一
同
紅
茶
一
七
・
五
三

雨
と
海
開
報
告
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

b
R
Sミ
h
H
N

・』
U
S
!と
・
〈
。
-
-
N
・

司・

ωω
∞.

刷
『
通
商
品
某
纂
』
明
治
三
十
六
年
一
五
貌
「
清
園
湖
北
省
春
作
近
況
」
。

同
前
掲
「
漢
口
ニ
於
ケ
ル
銅
銭
ノ
騰
貴
」
。
水
野
幸
吉
『
漢
口
』
〈
一
九
O

七
年
)
二
七
二
頁
。
水
野
は
漢
口
領
事
で
あ
っ
た
。

帥
前
掲
「
漢
口
金
融
界
ト
輸
出
ノ
現
況
」
。

制
前
掲
「
漢
口
新
棉
出
荷
ノ
減
少
ト
使
用
衡
器
並
取
引
習
慣
」
。
漢
口
の

市
中
金
利
は
九
月
八
日
に
一
銭
八
分
で
あ
っ
た
が
九
月
二
十
九
日
に
は
三

銭
五
分
に
上
昇
し
た
。
こ
れ
は
奮
八
月
末
が
金
融
節
期
で
あ
る
た
め
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
金
利
は
そ
の
後
も
下
が
ら
ず
十
月
三
日
四
銭
五

分、

十
月
十
七
日
四
銭
と
む
し
ろ
上
昇
し
た
。
こ
の
金
刺
は
骨
園
地
金
融
業

者
が
曾
合
し
て
定
め
る
銀
千
雨
に
制
到
す
る
同
業
開
短
期
融
通
の
日
歩
で
あ

る
。
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
市
中
の
金
利
が
決
ま
る
。

伺
日
露
戦
争
前
夜
と
い
う
園
際
環
境
も
影
響
を
輿
え
て
い
た
。
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『
遁
商
索



574 

纂
』
明
治
三
十
七
年
一
五
披
「
漢
口
ニ
於
ケ
ル
時
局
ノ
通
商
航
海
上
ニ
及

ホ
セ
ル
影
響
」
、

金
融
大
逼
迫
ノ
原
因
ハ
預
テ
モ
設
明
セ
ジ
如
ク
臓
、
茶
、
棉
花
ニ
支
梯

フ
箆
メ
多
額
ノ
正
銀
各
原
産
地
-
一
流
通
セ
シ
ニ
由
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ハ
一

般
ノ
読
ク
所
ナ
リ
シ
カ
近
頃
関
ク
所
-
一
一
銭
レ
ハ
当
地
及
上
海
以
南
ノ
道

勝
銀
行
支
庖
ハ
此
程
二
百
五
十
高
雨
ノ
正
銀
ヲ
借
リ
上
ケ
之
ヲ
北
方
-
一

輪
迭
シ
タ
リ
ト
。

同
開
同
右
、

流
通
正
銀
ノ
減
少
ニ
由
リ
テ
銀
債
騰
貴
ヲ
来
シ
総
出
貨
物
ノ
購
入
上
-
一

甚
タ
シ
キ
不
利
盆
ヲ
輿
ヘ
シ
上
ニ
各
銀
行
(
銭
荘
等
)
ハ
融
通
ノ
最
モ

迅
速
ナ
ル
ヘ
キ
妊
薬
ヲ
割
引
ヲ
震
サ
サ
ル
ニ
至
レ
リ
。

伺

同

右
o

H
W

庚
東
省
は
光
緒
二
十
六
年
六
月
鋳
造
開
始
。
上
奏
は
同
年
十
ご
月
。
績

い
て
一
咽
建
省
が
同
年
悶
八
月
に
上
奏
し
裁
可
を
得
る
。
江
蘇
省
は
光
緒
二

十
七
年
七
月
開
始
。
上
奏
は
十
二
月
。
湖
南
省
が
二
十
八
年
六
月
上
奏
。

湖
北
省
は
そ
の
直
後
。
そ
の
後
、
徐
々
に
全
園
に
庚
が
る
。
『
資
料
』
九

一
七
|
一
一
一
一
頁
、
各
省
鋳
造
銅
元
表
。

伺
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
二
十
七
年
十
二
月
丙
辰
。

制
『
全
集
』
公
股
一
二
六
「
行
用
銅
元
一示
」
光
緒
二
十
八
年
七
月
十
二
日
、

除
己
遁
筋
各
州
師
間
関
ト
ポ
鐙
局
、
無
論
丁
漕
関
税
麓
金
、
及
一
切
官
款
、

凡
向
用
制
銭
、
但
係
湖
北
省
所
鈴
銅
元
、
均
際
准
其
完
納
収
用
外
、
合

行
示
議
紳
商
軍
民
人
等
知
悉
、
此
項
銅
元
係
奉
回
目
鋳
造
通
行
、
本
震
使

民
利
用
而
設
。
加
熱
論
大
小
、
各
項
買
賀
、
白
隠
照
制
銭
一
律
行
使
。

制

『
全
集
』
公
股
二

O
「
札
知
府
高
松
如
粂
充
銅
幣
局
提
調
」
光
緒
二
十

八
年
八
月
初
一
目
、

首
令
銀
元
局
新
廠
、
佑
照
康
東
扇
建
江
南
等
省
、
所
鈴
蛍
十
銅
元
成
式
、

先
行
鋳
造
一
百
寓
枚
。
筒
護
官
銭
局
暫
震
試
論
、
現
在
察
看
市
面
流
通
、

商
民
甚
篤
利
便
。
自
懲
源
源
接
銭
、
以
庚
推
行
而
維
閣
法
。
所
有
原
設

之
鈴
銭
局
、
際
問
改
但
周
銅
幣
局
。

倒
伺
『
通
商
品
提
纂
』
明
治
三
十
七
年
四
五
時
抗
「
漢
口
金
融
界
ト
銅
銭
流
布

ノ
状
況
」
。

本
格
的
な
銅
元
鋳
造
は
一
九

O
三
年
七
月
か
ら
で
あ
っ
た
。

制
『
通
商
品
提
纂
』
明
治
三
十
八
年
七
四
貌
「
清
園
湖
北
-
一
於
ケ
ル
銅
貨
鋳

造
ト
銅
輸
入
獄
況
」
、

武
昌
銅
幣
局
一
日
卒
均
四
百
世
間
箇
、
銀
元
局
二
百
五
十
蔦
箇
、
漢
陽
銅

元
局
二
百
寓
簡
の
鈴
造
。

伺
前
掲
「
漢
口
金
融
界
ト
銅
銭
流
布
ノ
状
況
」
。

制
前
掲
「
清
園
湖
北
-
一
於
ケ
ル
銅
貨
鍛
造
ト
銅
輸
入
獄
況
」
。
一
月
に
は

銅
貨
一
千
文
に
制
到
し
銀
八
銭
二
分
だ
っ
た
の
が
七
月
に
は
七
銭
三
分
と
な

っ
た
。

制
純
輸
入
額
五
、
三
八

O
高
雨
中
、
て
五
五

O
寓
雨
を
占
め
た
。

帥
開
『
資
料
』
一

O
九
四
1

九
五
頁
。
「
西
商
震
干
渉
中
園
政
府
鋳
銅
元
致
'

領
袖
公
使
函
」
(
『
申
報
』
、
光
緒
三
十
一
年
五
月
二
十
一
日
よ
り
)
。

制

一

九

O
二
年
調
印
の
英
清
通
商
航
海
保
約
(
い
わ
ゆ
る
マ
ッ
ケ
l
燦

約
〉
第
二
款
に
「
清
図
は
劉
一
一
的
な
圏
幣
を
創
定
す
る
に
必
要
な
庭
置
を

採
る
こ
と
を
約
す
る
。
該
園
幣
は
清
園
圏
内
に
於
て
英
諸
問
商
圏
人
均
し
く

各
項
税
課
及
び
一
切
の
債
務
緋
済
に
使
用
す
る
法
貨
た
る
べ
き
と
す
る
」

と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
『
中
外
倹
約
梁
編
』
(
一
九
六
四
年
)
二
七
頁
。

刊
こ
の
日
奏
定
さ
れ
た
銀
幣
分
量
成
色
章
程
は
、
劃
一
幣
制
の
た
め
の
方

針
と
言
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
清
朝
は
営
面
銀
本
位
制
を
と
り
、
庫
卒
一
一
間
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銀
幣
を
本
位
銀
貨
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
銅
元
・
制
銭
は
そ
の
補
助
幣
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
『
光
緒
朝
東
肇
録
』
光
緒
三
十
一
年
十
月
壬
戊
。

上
議
。

付
『
光
緒
朝
東
牽
録
』
光
緒
三
十
一
年
十
月
壬
皮
、
戸
部
財
政
庭
奏
。

伺
『
全
集
』
奏
議
六
五
。

伺
前
掲
「
清
園
湖
北
省
ニ
於
ケ
ル
銅
貨
鋳
造
ト
銅
輸
入
欣
況
」
。

帥
財
政
及
び
幣
制
整
理
問
題
の
研
究
と
貧
行
の
た
め
朝
廷
に
設
け
ら
れ
た

機
関
。
『
光
緒
靭
東
華
録
』
光
緒
二
十
九
年
三
月
庚
辰
。

伺
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
三
十
二
年
二
月
辛
丑
。
財
政
庭
奏
。

伺
『
資
料
』
九
五
四
頁
。
「
財
政
慮
突
勘
摺
|
l
i駁
張
之
洞
勿
限
湖
簿
額

之
議
」
。

肋
『
東
方
雑
誌
』
五
1

三
、
財
政
。

『
政
治
官
報
』
五
十
七
続
、
光
緒
三
十
三
年
十
一
月
十
七
日
「
湖
底
風
線

督
趨
爾
巽
奏
部
省
鋳
銅
幣
不
敷
行
使
加
倍
鋳
造
摺
」
、

前
因
那
省
限
鋳
銅
幣
不
敷
行
使
、
奏
請
照
部
准
毎
日
鎌
一
百
禽
枚
加
至

二
百
高
枚
之
数
。

『
通
商
品
提
纂
』
明
治
四
十
年
六
二
競
「
漢
口
一
一
一
十
九
年
貿
易
年
報
」
、

銅
貨
ハ
百
箇
漢
口
銀
六
匁
四
分
一
五
一
一
相
嘗
シ
前
年
末
ヨ
リ
約
一
匁
方

下
落
セ
シ
ヌ
銅
銭
一
千
文
ハ
漢
口
銀
七
匁
三
分
ナ
リ
キ
。

『
全
集
』
奏
議
六
七
「
試
鎌
一
文
銅
幣
摺
」
、

在
湖
北
武
漢
等
慮
、
銅
元
償
輿
銭
債
相
差
、
備
不
甚
還
。
市
他
省
及
部

省
外
州
豚
偏
僻
庭
所
、
則
銅
幣
一

千
値
銀
六
銭
数
分
、
制
銭

一
千
則
値

銀
至
七
八
銭
不
等
。

前
掲
「
部
省
鋳
銅
幣
不
敷
行
使
加
倍
鋳
造
摺
」
、

官
銭
局
自
承
錆
以
来
、
若
遇
措
唱
渡
、
剣
出
管
以
卒
抑
之
、
若
遇
鉄
落
、

伺伺制

則
止
筈
以
鍾
高
之
。
操
縦
有
権
。
是
以
銭
債
倫
属
卒
穣
。
若
令
官
銭
局

銅
幣
紋
於
出
筈
、
品
川
恐
有
昔
銀
賎
之
虞
。
現
在
就
湖
北
市
面
情
形
制
酎
酌

調
剤
、
非
照
額
毎
日
再
増
鋳
二
百
高
枚
、
不
能
周
構
。

同
右
、

漢
口
自
古
議
織
路
告
成
之
後
、
商
務
目
見
繁

・:
:
需
費
必
多
。
其
故
一

也。同
右
、

自
錦
銅
幣
後
、
市
償
頓
卒
、
且
携
帯
甚
使
。
於
是
銅
幣
西
至
宜
昌
沙
市
、

北
至
裏
焚
老
河
口
一
等
慮
、
従
来
有
穂
輪
以
錦
者
、
有
去
無
選
、
日
形
短

少
。
其
故
二
也
。

同
右
、

昔
年
漢
口
銭
焼
、
毎
家
必
儲
銭
高
串
或
数
千
串
、
以
態
門
市
免
換
之
需
。

自
有
銅
幣
以
来
、
皆
赴
官
銭
局
、
随
領
随
鈴
、
無
須
多
儲
虚
耗
息
金
。

以
武
漢
大
小
銭
披

一
百
四
十
徐
家
計
、
堂
都
廠
日
鋳
二
百
蔦
枚
、
僅
合

銭
二
高
出
中
之
教
、
所
能
偏
給
。
其
故
三
也
。

同
右
、

奉
珠
批
、
暫
准
照
数
加
鋳
一
年
。
惟
不
得
充
斥
外
省
。
如
有
窒
族
、
仰

削
減
鋳
。
該
部
知
道
。
欽
此
。

紛
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
一
一
一
十
四
年
二
月
笑
未

O

M
W

『
資
料
』
九
六
一
一
一
l
t
四
頁
。

帥
判
『
資
料
』
一

O
一
一
一
一
ー
ー
一
二
三
貝
、
各
省
官
銀
銭
披
夜
行
紗
票
情
況
簡
表
、

丙
、
銭
票
、

光
緒
三
十
四
年

宣
統
元
年

宣
統
二
年

~>> 制帥

-119ー

帥

一
五
、
二
八
二
、
五
二
六
串
文
。

一
四
、
八
三
五
、
八
七
六
串
文
。

二
ハ
、
四
五
四
、
六
九
八
串
文
。
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同
開
基
本
資
料
と
し
た
の
は
海
開
報
告
と
『
支
那
省
別
金
誌
』
第
九
巻
湖
北

省。

「第
十
篇
金
融
貨
幣
及
度
量
衡
」
で
あ
る
。
『
省
別
全
誌
』
は
東
車

同
文
書
院
の
何
期
生
の
調
査
に
よ
る
か
に
よ
り
、
調
査
年
が
わ
か
る
。

紛
『
主
誌
』
一

O
O七
|

一一一頁。

制
海
閥
報
告
に
よ
る
と
、

一
九
二

年

て

八

O
O文

一
九
一
二
年
て

八

一
八
文

一九一一一一
年

て

八

二

文

b
R喜
三
RHN・』
UCN11口
・
』
も
む
l
l
h
』-

M

判
『
全
誌
』
一

O
三
一
|
一
一
一
一
二
頁
。

帥開

N
V
R
Sミ
ム
』
S
M
l』U
2
.
ω
r
g・
3
・忠明
l
l
由
.
一
九

O
一
年
に
命

令
が
出
さ
れ
た
。

伺
一
九
一
二
年
一
月
二
十
日
、
官
銭
票
一
串
文

H
(沙
卒
銀
)
五
銭

O
分

七
登
、
銅
元
百
枚
H
H
五
銭
一
分
。
同
年
二
月
二
十
四
日
、
三
月
二
十
日
の

調
査
で
は
官
銭
票
・
銅
元
共
に
相
場
を
上
昇
さ
せ
、
四
月
二
十
日
に
は
官

銭
票
五
銭
七
分
五
盗
、
銅
元
五
銭
七
分
二
麓
と
な
っ
た
。
官
銭
票
と
銅
元

の
相
場
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
時
に
は
官
銭
票
の
相
銭
が
銅

元
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
に
、
官
銭
票
の
信
用
の
高
さ
が
時
加
わ
れ
る
。

『
通
商
品
媒
纂
』
明
治
四
十
五
年
二
ニ
鋭
、
二
六
械
、

三
四
時
師
、

四
一
械
に

掲
載
さ
れ
た

「沙
市
貨
幣
相
場
表
」
よ
り。

制
『
全
誌
』
一

O
三
五
|
四

O
頁。

個
別
海
開
報
告
に
よ
る
と
、
銅
元
の
大
量
流
通
は
ま
ず
私
鋳
銭
を
市
場
か
ら

追
い
出
し
て
し
ま
っ
た
。

U
R
Sミ
ム
』
U
Sl
口
・
〈
。
--H-Hnrgm-

唱・

N

叶∞-

M
W
N
V
R
Sミ
ム
』
UCMー
に
・
〈
o
-
-
r
r
r
g
m
-
唱

-N∞ω
・

例
制
『
全
誌
』

一
O
七一

|
七
五
頁。

M

開
老
河
口
は
桐
油
の
産
地
で
あ
り
、
ま
た
漆
の
重
要
な
漢
口
へ
の
中
継
地

で
あ
る
。
『
全
誌
』
五
六
二
、
五
九
二
頁
。

M

開
『
全
誌
』
一

O
六
一
|
六
一
一
一
頁
。

制
判
『
全
誌』

一
O
七
八
|
七
九
頁
。

ω
『
全
誌
』
一

O
八
五
|
八
八
頁
。

納
『
全
誌
』
一

O
四一

11
四
四
頁
。

帥
『
全
誌
』
一

O
六
八
1

七
O
頁。

ω
『
全
誌
』

一
O
九
三
頁
。

同
州
『
全
誌
』
一

O
九
二
頁
。

MW
銀
元
票
で
は
銭
荘
の
銭
票
を
駆
逐
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

H
)
中

町
内

S
R
F
』匂
冶
|
』
U
2
・
〈
o-
-
F
ω
E臼

rz-N品
目

l|

由・

制
沙
市
に
於
て
は
革
命
後
、
銀
元
票
は
現
銀
と
免
換
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
、

一
元
に
附
き
銅
元

一一一

O
枚
と
引
換
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
『
通
商
品
品
纂
』
明
治
四
十
五
年
一
一
-
一
競
「
沙
市
貨
幣
相
場
」
。

同
仰
貌
建
猷
『
中
園
近
代
貨
幣
史
』

二
O
三
頁
。
革
命
軍
は
軍
火
が
鎮
ま
っ

た
後
、
硬
貨
を
以
て
銀
行
票
を
回
収
し
、
改
め
て
中
華
民
園
の
紙
幣
を
笈

行
す
る
こ
と
を
告
示
し
た
が
、
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
『
通
商
品
某
纂
』
明

治
四
十
五
年
一
七
時
抗
。
「
漢
口
近
況
」
。

例

一
九
二
年
一
海
開
雨
H

て

九

O
O文

一

九

一

二

年

て

八

九

O
文

一

九

一

三

年

二

、

O
六
O
文

U
R
Sミ
ム
也
足
|
ど
・
〈
o--H・
ω
r
g
r
M
Y
N
S・

と
約

一
O
O文
の
差
が
あ
る
。

ω
註同開。
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ω
F
H
R
3
h
久

H
E
b
g札
守
主
ぬ
之
、
。

3
s
o
a・
ωFE--

州制

MCHRE耐
久
守
a
b
g礼
守
色
、

2
官、
HhHus-』
唱
に

-HnZロ
m-

帥

一

九

O
六
年
に
は
七
一
真
爾
の
出
超
で
あ
っ
た
が
、
一
九

O
七
年
に
は

二
三
高
雨
、
一
九

O
八
年
に
は
六
二
薦
問
の
入
超
と
な
っ
た
。
知
良
竜
吉

久
守
Q
b
g
n同

H
E
b
号、。

3
也
号
|
』
も
に
・

z
g
r
o唱・

州問

N
N
ミミ・

5RuhHEntgn同

H
z
b
z
h
y。
、
岡
崎
』
U
S
|
』
も
に

-
z
s
r。dF

M
W

『
清
園
商
業
慣
習
及
金
融
事
情
』
一
九

O
一
一
一
年
。
一
四
八
|
五
七
頁
。

以
下
『
事
情
』
と
略
す
。

帥
『
全
書
』
六
輯
、
六
一

O
i二
頁
に
は
九
十
六
家
の
漢
口
の
銭
廷
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

帥
『
金
書
』
第
六
輯
、
六
二
ハ
|
七
頁
。

帥
水
野
幸
吉
『
漢
口
』
二
七
二
頁
。

帥
鴻
天
職
・
周
積
明
・
王
永
年
「
辛
亥
査
m前
的
武
漢
民
族
資
産
階
級
」

『
江
漢
論
壇
』
一
九
八
一
1

三
。
こ
の
論
文
は
武
漢
に
関
す
る
内
部
資
料

を
使
っ
て
い
る
。

M
W

漢
口
に
は
三
二
家
。
『
事
情
』
三

O
四
|
六
頁
。

ω
海
開
校
入
管
理
。
協
成
・
有
成
の
二
家
。
『
事
情
』
一一一一六
頁。

ωω

『
通
商
索
纂
』
一
七
八
時
抗
「
漢
口
市
況
」
。

ω
『
通
商
公
報
』
九
二
競
「
漢
口
金
融
概
況
」
に
よ
る
と
、
大
正
三
年
初

め
て
各
銭
廷
に
資
本
額
を
公
表
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
蛍
時
管
業
す
る
八
十
家

の
公
稽
資
本
総
額
は
四
十
五
高
雨
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

同
制
手
形
交
換
組
合
に
加
盟
す
る
大
銭
荘
。
『
全
書
』
第
六
輯
、
五
七
三
頁
。

M
W

『
事
情
』
二
一
一
八
、
三
一
二
、
=
二
四
頁
。

州
制
『
通
商
品
某
纂
』
一
一
七
競
「
漢
口
大
火
」
。

M
W

例
え
ば
、
漢
口
の
商
人
が
武
穴
に
白
腕
を
買
付
に
行
く
場
合
、
現
地
廊

行
に
劉
し
、
銅
銭
相
場
を
以
て
換
算
し
た
漢
日
銀
爾
建
て
の
手
形
を
振
り

出
す
。
腕
行
は
手
形
を
銭
荘
に
賓
り
銅
銭
と
交
換
す
る
が
、
銭
妊
の
そ
の

買
入
債
格
は
手
形
期
日
ま
で
の
利
子
を
計
算
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
全
誌
』
五

oo--頁。

帥
前
掲
「
漢
口
金
融
界
ト
銅
銭
流
布
ノ
吠
況
」
。

M
W

羅
玉
東
『
中
園
益
金
史
』
三

O
ニ
頁
。

制
問
右
、
三

O
三
、
三

O
五
七
頁
。

州
側
前
掲

「設
立
官
銭
局
片
」
。
も
ち
ろ
ん
銭
荘
で
の
免
換
を
完
全
に
排
除

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

同
制
『
政
治
官
報
』
二
七
八
披
光
緒
三
十
四
年
七
月
九
日
「
湖
庚
総
督
練
費

龍
奏
江
漢
関
百
八
十
七
結
奪
洋
税
鈴
枚
支
摺
」
多
照
。

ω
『
政
治
官
報
』
一
五
二
時
抗
光
緒
三
十
四
年
三
月
一
日
「
度
支
部
奏
銀
根

短
細
請
筋
各
省
関
京
銅
器
時
解
現
銀
摺
」
参
照
。

制
前
掲
「
漢
ロ
ニ
於
ケ
ル
銅
銭
騰
貴
」
。
金
融
逼
迫
時
に
外
園
銀
行
は
信

用
あ
る
大
銭
妊
に
謝
し
チ
ョ
ッ
プ
ロ
l
ン
と
呼
ば
れ
る
短
期
融
通
を
行
な

っ
た
。
し
か
し
辛
亥
革
命
後
は
途
紹
す
る
。
『
通
商
公
報
』
一
一
九
披

「漢
口
金
融
概
況
」
参
照
。

州
側
前
掲
『
資
料
』
「
各
省
官
銀
銭
競
緩
行
紗
票
情
況
簡
表
」
。
乙
、
銀
元

E
m
、光

緒
三
十
四
年
て
五
四
七
、
二
八
一
元

宣

統

元

年

て

五

八

九

、

七

一

二

元

宣

統

二

年

一

、

六

六

四

、

七

一

O
元

銀
爾
票
も
わ
ず
か
な
が
ら
緩
行
し
て
い
た
。

M
W

前
掲
「
越
奏
都
省
鈴
銅
幣
不
敷
行
使
加
倍
鋳
造
摺
」
。

同
開
『
通
商
索
纂
』
明
治
三
十
七
年
五
九
銭
「
漢
口
奮
八
月
節
期
金
融
欣
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況
」
。
貸
付
日
歩
一

J
二
銭
と
い
う
の
は
比
較
的
低
利
で
あ
る
。

同
岬
『
通
商
索
纂
』
明
治
四
十
一
年
六
八
競
「
漢
口
経
済
界
ノ
来
援
」
、
同

四
十
二
年
四
続
「
漢
口
経
済
界
ノ
恐
慌
ニ
閥
ス
ル
績
報
」
。

川
脚
湯
象
龍
「
民
闘
以
前
関
税
措
保
之
外
債
」

『中
園
近
代
経
済
史
研
究
所

集
刊
』
第
三
谷
一
期
。

M
W

『
通
商
会
纂
』
明
治
三
十
六
年
改
二

O
鋭
「
漢
口
三
十
五
年
第
四
季
貿

易
」
、
同
三
十
七
年
二
競
「
漢
口
三
十
六
年
第
二
季
貿
易
」
。

ω川
仰
『
通
商
品
提
纂
』
明
治
四
十
二
年
一
一
一
一
閥
抗
。

川明

b
R
Sミ
ム
』

U
Sー
と
・
〈
。

--H・
ω
Z
2・唱
-N8・

M
W

『
全
誌
』
一

O
六
八
頁
。
『
通
商
品
地
纂
』
明
治
四
十
一
年
六
二
競
「
沙

市
地
方
-
一
於
ケ
ル
胡
麻
」。
沙
市
だ
け
で
、
最
低
九

O
寓
雨
集
荷
す
る
。

胡
臓
は
主
に
オ
ラ
ン
ダ
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
日
本
に
輸
出
さ
れ
る
が

(
『
全
誌
』
五
八
九
頁
〉
、
茶
と
遠
い
主
産
地
が
漢
口
に
近
い
の
で
、
漢
口

に
も
た
ら
さ
れ
る
枚
盆
は
大
き
い
と
さ
れ
た
。

H
)
再
S
3札

RHF

』唱。
N
ー
と・

〈
o--H
・国
g
r
0
4
3
2
y
ω
£!日・

M
W

『
全
誌
』
五
九
二
頁
。

川
刷
『
全
誌
』
六
二
四
頁
。

仙
川
茶
産
地
威
寧
燃
は
漢
口
か
ら
汽
船
で
九
時
間
の
所
に
位
置
す
る
が
、
嘗

地
唯
一
の
銭
荘
は
漢
口
の
銭
荘
と
取
引
が
な
か
っ
た
。
買
入
商
は
官
票
を

携
帯
し
、
そ
の
銭
荘
に
於
て
銅
銭
に
免
換
し
た
。
『
全
誌
』
五
二
五
|
六

頁。

M
W

「
胡
麻
ノ
檎
々
好
況
ヲ
呈
シ
タ
ル
ハ
:
:
:
嘗
市
銅
銭
ノ
下
落
モ
亦
輿
テ

カ
ア
リ
ト
云
フ
」
(
『通
商
品提
纂
』
明
治
三
十
八
年
五

O
貌
「
沙
市
四
月
中

商
況
」
)
。

同開

U
R
Sミ
RHF

』唱。
M
!と
・
〈。
-
-
H
-
r
r
g阿
古

-Mg-

刷

U
R
S喜
RHF

』
S
Nl
』
唱
。
~
・
〈
o
-
-
H
-
p
r
g
m
司
-H∞叶・

同

『

全

書
』
第

一
棟
第
五
編
物
債
、

第
四
章
物
債
騰
貴
ノ
原
因
及
影
響
、

二
九
八
|
九
頁
、
三

O
五
頁
。

刷
例
え
ば
吉
林
が
そ
う
で
あ
る

O
U
R
S三
ム
』
U
O
M
l
ロ
・
〈
o--H・

聞
内

E
P
E
-
N品
|
印
・
だ
が
吉
林
の
官
帖
相
場
は
辛
亥
革
命
後
暴
落
を
始
め

る
。
(
『
通
商
公
報
』
大
正
二
年
八
競
「
士
ロ
林
官
帖
大
落
ノ
原
因
」〉。

川
江
蘇
省
は
革
命
直
後
、
官
銀
披
を
改
め
て
江
蘇
銀
行
に
改
組
し
、
紙
幣

を
夜
行
さ
せ
る
が
南
京
銭
荘
に
流
通
策
を
協
議
さ
せ
て
、
庚
く
通
用
さ
せ

る
こ
と
に
成
功
し
た
。
『
通
商
公
報
』
大
正
元
年
一
七
時
抗
「
江
蘇
銀
行
の

設
立
L

、
同
二
年
一
二
践
、
「
南
京
金
融
概
況
」
。

同

U
R
Sミ
RHNW

』もむ
I
N
N
-

〈
O
F
y
z
s
r
0
4
3
司・

ω
8・司・
8
印|∞・

剛

一

九

O
五
年
以
降
、
少
な
く
と
も
製
粉
工
場
四
、
豆
糟
工
場
三
、
搾
油

工
場
二
、
煙
草
工
場
二
、
製
茶
工
場
一
が
設
立
さ
れ
た
(
『
全
誌
』
に
よ

る
〉
。
辛
亥
革
命
前
武
漢
に
は
民
族
資
本
系
工
場
は
四
一
社
、
資
本
総
額

一
O
、
四
六
五
、
九
八

O
元
に
の
ぼ
っ
た
(
前
掲
「
辛
亥
革
命
前
的
武
漢

民
族
資
産
階
級
」
)
。

問
団
ロ
富
久
治
『
現
代
資
本
主
義
園
家
』
〈
一
九
八
二
年
)
第
一
部
理
論
、

三
、
政
治
社
合
準
と
政
治
経
済
皐
、
八
六
頁
。
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ment.

　

Having been based on studies on this process it is very di伍cult

to discern here a liberation in. the legal status of“ employed laborers.”

The revised legal status of slaves established in 1727 was also relatively

inductive, as it is apparent from its origins and history.　Therefore, the

primary factors and character of later reforms in legal status were almost

identical with those in the case of the reform of the status of hired

laborers｡

　　　

Such procedures　in the reform of the status of slaves and hired

laborers do not constitute a transmutation, nor a dissolution,because they

did not manifest any essential change in the legal status system. They

are most appropriate described as procedures of reorganization.

MONETARY REFORMS IN HUBEI PROVINCE

DURING THE LATE QING：THE PROVINCIAL

　　

POWER AS THE ECONOMIC APPARATUS

KURODA Akinobu

　　

The assumptions based on ａ world market, also including the interior,

while welcoming an era of imperialism, induced an enormous transforma-

tion in the Chinese economy.

　　

In the latter half of the 19th century, dissatisfaction with copper cash

制鐘, the means of purchasing agricultural produce from the farmers,

became a social problem. This dissatisfaction originated in the depletion

of Yunnan copper and in the halt　of copper cash　minting. A sudden

increase in agricultural ｅχports from the end of the 19th century, moreover,

aggravated relative dissatisfaction with copper cash. Privately minted

monies circulated in the markets.

　　

In Hutei province, copper cash constituted the main currency. In

1895, in order to resolve the dissatisfaction with copper cash and to

repulse the Ｍｅχican dollar, the governor of Hu-Guang, Zhang　Zhitong

張之洞にestablished China's first silver dollar mint. The silver dollar

however did not circulate outside the treaty port. The market price of

copper continued to rise, reaching ａ peak between the years 1902―1903.

The purchase of agricultural produce by ｅχport merchants became ｄｉ伍cult

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



and trade stagnated. Ａ run was made on the cash notes issued by the

native banks 銭荘backing the circulationand ａ financial crisis occurred

in Hankou. It was at such ａ time that the provincialgovernments issued

ａlarge quantity of copper coins 銅元, each corresponding in value to

ten pieces of copper cash. Furthermore, to provide a reserve for the

copper coins, they had officialnotes circulated atａ cheap price on the

copper market. Hence, they avoided ａ crisis｡

　　

The copper market went into ａ decline. Privately minted monies

and notes were repulsed from the market, while the ｏ伍cialnotes and

copper coins were established as the general currency accepted by the

farmers.

　

The decline of the copper market encouraged ａfavorable balance

of trade. The issuance of ofEcialnotes effectedthe accumulation of silver

coin in the ｏ伍cial treasuries 官銭局Relying upon this, the official

treasuries stabilizedａ credible mechanism whereby loans were made to

the native banks. Reforms of the monetary system involved the farmers

in the economy of treaty port, caused the accumulation of mercantile

capitalin Hankou, and formed the foundation ofａrevivalin native manu-

facturing.

- ５－


